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l　行政機構図　(昭47. 8. 1現在)
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2　歴代市長

代 氏 名 就 任年 月 日 退 任 年 月 日. 代 氏 名 就 任 年 月 日 退 任 年 月 日

1 杉 村 大 入 明 2 2. 5 . 6 明 ,2 6 . 7. 9 1{, 山 略 I 9. 5.1 4 昭 1 7. 5.1 3

2 松 崎 為 己 〝 2 6. 9.1 5 〝 3 0. 8. 2 l l 平 野 龍 起 〟 17. 6.2 5 〝 2 0. 8.1 0

3 辛 島 格 〝 3 0. 9.1 3 大 一 2. 1.2 0 1 2 石 坂 繁 〝 2 0.1 0. 4 〝 2 1. 3 .l l

4 LJLi EB Sfc - 大 2 . 4. 2 〝 3 .1 0.1 0 13*14 福 田 虎 亀 1 〟 2 1. 6 .1 4 〟 2 3 . 2. 9

5 依 EEI 昌 今 〝 4. 1.1 4 〝 6. 9. 3 1 5 佐 藤 美 佐 男 〝 2 3 . 4. 7 〝 2 7. 3 . 7

6 佐 柳 藤 太 〝 6.l l.2 0 〝 1 0.l l.1 9 16 林 田 正 治 // 2 7. 3.2 1 〝 3 1. 2.2 3

7 高 橋 守 雄 〝 1 1. 1.1 9 〝 1 4. 7.1 3 17*18 坂 口 主 税 〝 3 1. 3.1 5 〝 3 8 . 1. 4

8 辛 島 知 己 〝 1 4. 9.1 4 昭 4. 7. 4 19 *20 石 坂 繁 〝 3 8. 2.1 5 〝 4 5 .l l.2 6

9 O I EB ォ ー 昭 5. 2. 5 〝 9. 4 .1 6 2 1 星 子 敏 雄 〝 4 5.1 2.2 1 在 任 中

3　職員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭48. 4. 1現在)

区 分 定 数
現 員 数

吏 員 そ の 偽 計

市 長 事 務 部 局 2,9 7 6 2,6 2 1 3 2 1 2,9 4 2

議 会 事 務 局 2 6 2 2 2 2 4

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 2 2 2 2 0 2 2

監 査 事 務 局 1 4 1 4 0 1 4

教奪変員会事務局及乙噺 の他か教育後閑 7 4 9 6 5 1 4 6 6 9 7

公 平 委 員 会 事 務 局 5 市長事務部局 兼務

消 防 局 4 0 8 4 0 4 0 4 0 4

農 業 委 員 会 事 務 局 2 7 2 3 0 2 Qo

交 通 局 9 5 0 7 5 6 9 6 8 5 2

水 道 局 3 6 8 3 3 5 4 3 3 9

計 5,5 4 5 4,8 4 8 4 6 9 5,3 1 7

4　給　与

(1)部局別職員給料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭48・年・ 1現在)

I- '蝣>蝣

部 局 別

給 料 月 額
平 均 年 令

平 均

勤 続 年 数最 高 (円) 最 低 (円) 平 均 (円)

市 長 事 務 部 局 1 8 4,4 0 0 4 4 ,1 0 0 9 3,7 3 0 3 8 才 2 月 1 6 年 1 1 月

議 会 事 務 局 1 6 9.7 0 0 4 8 .4 0 0 9 6,1 8 3 3 5 1 1 3 2

選 挙 管 理委 員会 事 務局 1 7 1.0 0 0 5 3,1 0 0 9 7.1 9 5 3 6 5 1 3 4

監 査 事 務 局 1 3 8 .6 0 0 7 5,8 0 0 1 0 2,9 8 5 3 9 4 1 6 7

教 育 委 員 会 事 務 局 1 7 4,0 0 0 4 5,5 0 0 1 0 1▼1 1 7 4 0 7 1 1 9

消 防 局 1 4 7.5 0 0 4 6,9 0 0 8 7.0 8 3 3 4 3 1 1 8

農 業 委 員 会 事 準 局 1 3 、3 ,3 0 0 4 5,5 0 0 9 8.9 3 4 3 9 0 1 5 0

交 通 局 1 6 6,9 0 0 4 4 ,1 0 0 9 2,7 2 3 4 1 5 1 5 1

水 道 局 1 7 7.4 0 0 4 4,1 0 0 1 0 8 .0 9 2 4 2 4 1 6 1

(功　初任給　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭48. 4. 1現在)

区 分 等 級 . 号 俸 給 料 月 額 (円)

高 校 卒 7 等 級 4 号 俸 4 4 , 1 0 0

短 大 卒 7 7 4 8, 4 0 0

大 学 卒 6 3 5 3, 1 1 0
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也)特別職の給料及び報酬

区 分 . 袷 . 科 月 額 (円) 通 用 年 = 月 日

市 長.
3 7 0 , 0 0 0 昭和 4 7 年 1 2 月 1.日 ′

l助 裸 2 9 0 , 0 0 0 ′′

〟

昭和 4 8 年 4 月 1 日

収 入 .役 2 6 0 , 0 0 0

常 勤 監 査 委 貞 2 3 0 , 0 0 0

企 業 管 理 P 老 2 4 5 , 0 0 0 〟
教 育 ∴ 長 1 7 7 . 8 0 0 昭和 4 8 年 7 月 ( 「 院職 1 等 級適用 )

(昭48.10. 1　現在)

区 分 報 酬 の .額 伊∃)

教 育 委 員 会
.委 員 長 月 額 3 0,0 0 0

ヰ u 月 額 2 5,0 0 0

監 .査 委 . 負

知識経験を有す る者の うちか ら選任された

. 監 査 委 員 .( 非 常 勤 ) . 月 額 3 5,0 0 .0

市議会議員 のうちか ら遷任された監査委員 月 叡 9.0 0 0

公 平 委 員 会
秦 . 貞 長 月 夜 1 8.0 0 0

香 . 負 月 額 1 5,0 0 0

.選 挙 管 理 委 員 会

委 員 長 月 額 1 8.0 0 0

香 .負 月 額 1 5,0 0 0

臨時 に選 挙 管理委 員 に 充て られた嘩充員 日 額 2,0 0 0

投 票 管 理 者 及 び 開 票 管 理 . 者 日 額 2,5 0 0

選 挙 長 日 額 2,5 0 0

投 票 立 会 人 、 開 琴 立 会 人 及 び 選 挙 立 会 人 日 額 2,0 0 0

固 .定 資 産 評 価 審 査 . 委 員 会 委 員 2,0 0 0

農 業 委 員 会

会 長 月 額 1 3,0 0 0

副 会 長 、 部 会 長 及 び 副 部 会 長 月 額 1 1.0 0 0

I' 9.0 0 0

.そ . の 他 の 委 .負 月 額 7.0 0 0

法 律 又 は こ れ に

農 業 共 済 損 害 評 価 全 委 員

防 災 . 会 議 委 員

年 額 4.0 0 0

日 額 2,0 0 0

基 づ く.政 令 の 定 水 防 協 議 会 委 員

め る と こ ろ に よ 逮 . 輿 . 塞 .. 査 会 委 員

り置 か な け れ.ば 土 地 区 画 整 理 審 議 会 委 員

夜 .らな い 附 属 機 国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 委 員

画 の 委 員 保 健 所 運 営 協 議 会 .委 員

蘇 .核 審 査 協 議 会 委 -負

公 民 館 運 営 審 議 会 委 員

そ の 他 の 附 属 機

関 の 委 員

住 居 表 示 一審 議 会 委 員

都 市 計 . 画 審 議 会 委 員

公 害 審 査 会 . 委 一員

社 .会 教 育 委 員

博 物 館 協 議 会 委 員 .

日 額 2,0 0 0

婦 人 相 sfc 月 額 3 1,6 0 0

社 会 教 育 指 導 貝 月 額 3 6,0 0 0

そ の 他 の 非 常 勤 の 職 員

年 額 3 0,0 0 9 円以内

月 慈 5.0 0 0 円以 内

又 は 日額 3, 5 0 0 円 以

内 に か Vl て 市 長 が定 め

る 額
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(4)旅　費
(昭48. 4. 1適用)

区 分 秩 . 道 費 . 船 .貸
日. 当.: .

( 1 日につき.)

宿 沿 科

.(⊥夜につLき.)

食 卓 科

(一夜に

つ き)甲地 方 乙地 方

育 市長 .助役 . 運賃の等級を2階級 運賃の等級を3階級 円 円 円 円

1 収入役 に区分する線路にあ

っては上級の運賃

運賃の等級 を設けな

い線路 にあっては

その乗車に要する運

賃及び特別車両料金

に区分する船舶にあ

っては 2等船賃、 2

階級に区分する船舶

にあって杖上級の運

質

ただ し、鉄道連絡

船にあ っては鉄道賃

1,5 0 0 7.4 0 0 6,7 0 0 1,5 0 0

2

企業管理者等

及び3等級臥上

の職務にある者

1.1 0 0 5,6 0 0 5,0 0 0 1,1 0 0

3

4等級及び5

9 0 0 4,6 0 0 4,1 0 0 9 0 0等級の威務に

ある者

を徹する客車を運行

するものによる旅行

.をす る場合には特別

車両料金

に同じ .

4
6等級の職務

にある者

7 5 0 3,7 0 0 3,3 0 0 7 5 0

5
7等級の職務

運賃の等級を2階級

に区分する線路にあ

っては下級の運賃 .

運賃の等級を設けを

運賃の等級を3輝級

に区分する船舶にあ

っては、3等船賃、 2

階級に区分する船舶

にある者 い路線 にあっては

その乗車に要する運

質

にあっては下級の運賃

ただし 鉄道鰍 あ

っては鉄道質に同じ

(荏) o　急行料金又は準急行料金は片道1 0 0 Km以上.特別急行料金は片道3 0 0 Km以上の場合支給する

o　宿泊料の甲地方とは、東京都の区・京都市・大阪市・名古屋市・神戸市及び横浜市をv^¥r>、乙地

方とはその他の地をvlう

o 「企業管理者等」とは、企業管理者及び常勤の監査委員をいう

o 「何等級の職務」とは、熊本市一般職の職員の給与に関する条例第3条第2項第1号に規定する

-¥-:.&:Hj'二Iltl一一し・Il.1 'c汁-・トサー:・・:'-'}.N5.湖.三I-;,-1∴　LS'l!「一・蝣f '蝣.蝣蝣蝣',蝣:　-∴ ::I

長が定めるこれに相当する職務をvlう

一般職職員給料表の各等級に相当する職務の等級

一般職 職員 消 防 職 員 医 療 職 員
教 育 職 給 料 表 (1) 敬 . 育 職 給 料 表 (2) 企 業 職 員

給 料 表 給 料 表 給 料 表 給 料 表

3 等級以上の 3 等級抜 上の 1 等 級 **
2 等級 の 1 7 号 俸以上 の

L 号俸

1 等級 の 1 5 号俸以上 3等級 以上 の
ォ *?・ *>c 2 等 級 の号俸 ォ

4 等 級 4 等 級 3 等 萩

2 等級 の 7 号俸 か ら.1 6

号俸 まで

1等級 の 1号俸 か ら1 4

号俸 まで 4 等 級
5 等 級 5 m サ 4 等 級 3等級 の 1 9 号俸以.上の

号俸

2 等 級の 1 1号俸以上

の号俸

5 等 級

#
6 蝣$ m

7 m ォ

2等級 の 1 号俸 か ら6 号

俸 まで 3 等級の 7 号俸か

ら 1 8 号俸 まで

2等級 の 1号俸 か ら 10

号俸まで 3 等級 の 7 号

偉n アo

6 等 級

* ォ
3 等級 の 1 号俸か ら 6 号

俸 まで
3 等級 の 1号俸か ら6

号俸 まで
7 * m
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5　基本構想

(1)目　的

この基本構想は、無本市将来の望ましい都市像およびこれを達成するための施策の大網を定めることによ

り、絵合的かつ計画的な行政の運営をはかることを目的とする。

(2)目標年次

この基本構想は、昭和6、 0-年を目標年次とする。

(3)発展の方向

ア　地位と役割

本市は,九州中央の歴史ある城下町として知られ、行政.教育、経済の管理都市として繁栄してきた。

近年、産業経済の発展と交通通信網の発達は、日本列島の様相を一変しつつあり.わが国は,高速化、

都市化、情報化、そして国際化の時代と呼ばれる新しい未来に向って大きな転換を遂げようとしている。

このような情勢変化は,とかく開発が遅れがちであった九州に、浮上の好磯をもたらそうとしており,

従ってまた、本市は、その位置的有利性と.土地、労力等の発展可能性を-ネルギ-として新たに飛躍の

時期を迎えようとしている。

ここに本市は,開発の始動条件の整備,資源の活用、管理諸機能の充実および環境の保全をはかり、地

域開発の主導的使命を果たし、市勢の伸展と市民福祉の増進に努め、もって健康で明るく,豊かな、そし

て平和な市民生活の実現を目ざすものである。

イ　将来の展望

①　人　口

目標年次における現市域人口は、約6 0万人と推定される。

②　就業構造

目標年次における太市の就業人口は、約3 0万人、その産業別構成は、第1次産業2%、第2次産業

3 2%,第3次産業66%と推定される。

り　都市像

本市将来の振興発展の方向と目標を示す都市像を次のとおり設定する。

①　線と水にかがやく明るい福祉都市

豊かな緑と水を生かして生活環境を整備し,積極的な社会開発により社会福祉を充実し、安全で平和

な,健康で明るい生活を享受できる福祉都市を建設する。

②　風格ある文教都市

美しい自然と伝統にはぐくまれた文化をより香り高いものとし,学術機能の集積を高め.平和に寄与

し国家社会に貢献する人間を育成する風格ある文教都市を形成するb

③　活力にみちた中枢管理都市

交通通信施設の整備を基幹に、情報の交流を高め,産業経済の繁栄をはかり,行政的および経済的管

理諸機能の拡充強化に努め、活力にみちた中枢管理都市としての発展をはかる。

エ　土地利用構憩

本市の恵まれた自然環境と九州中央の拠点という立地条件をふまえつつ、磯能的な都市活動を弓封ヒし、
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健康で文化的な都市としての調和ある発展と秩序ある形成を目Lざして次のように地域の用途を区分する。

①　住居用地域

中央および東部・北部の適地ならびに西部・南部の一部を主たる住居用地域とする。

住居用地域については、すぐれた居住環境の確陳に努める。

また、適当な地区を文教地区に指定して学校施設の環境保全をはかる。

②　商業用地域、

交通至便な都心部および各地区の拠点となるような市街地を商業用地域として商業の振興をはかり、

都心部については,必要な地区を高度利用地区に指定し、都心機能の更新をはかる。

なお,適地を選び流通業務地区に指定し,物的流通施設の整備をはかる。

③　工業用地域

臨海部および内陸部の適地を選んで工業用地域とし、工業の集中的活動地域としての整備をはかり、

散在する中小工場の団地化および都市型工業の立地を促進する0

◎　農業用地域

その他の地域は,おおむね農業振興地域とし・農業基盤の整備と優良農地の保全に努める。

㈱施策の大網

ア　市民生活

市民生活の安定・向上をはかるため.次の施策を積極的に進める。

(丑　コミニティ

コミニティ施設を適正に配置し,この施設における市民相互の接触と活動をとおして,自治意識の

高揚をはかり,社会教育の普及徹既と相まって、兵に民主的な住民自治の実現を目ざ10

②　住　　　宅

住宅需要動向に対応して・施設の豆点を1世帯1住宅から1人1室に進めるo

中央部については、中高層住宅の建設により職住近輝、土地の高度利用をはかり、周辺部について

は・住宅地の開発により良好な環境下における住宅建設を促進する。

③　市内交通

増大する市内の交通混雑に対しては、市民の足を確保するため,市内交通機関のより効率的な大量

輸送観閲-の移行をはかる。

市民生活の安全と利便の確保のため,生活道略の整備とあわせて、交通事故防止のための歩車道分
l

離等交通安全施設の拡充整備に努める。

④　公園緑地

全市にわたり公園緑地の適正配置と面積の拡大をはかる。

緑の保存と育成および豊かな水の保全と利用によって「森と水の都」の声価を高める。

⑤　保健衛生

市民の健康を保持し明るも哩活を確保するため.予防、相談、治療等の健康管理体系を充実強化す

るとと・もに市民祖廟等との緊密な協力により.市民の健康増進および保健思想の向上をはかる.

⑥　清　　　掃
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社会情勢の変化に対応し.合理的な計画により,贋乗物をすみやかに,かつ,衛生的に処理する。

⑦　公　　　害

市民の健康を保護し生活環境を保仝するため,公害基本法の主旨にのっとり、公害防止の諸施策を

積極的に推進する。

⑬　消費者行政

国県の施策に呼応し.消費生活の合理化を促進し消貫者保護に努める。

イ　文教・福祉

すぐれた市民を育成するとともに恵まれない人々をまもるため,次の諸施策を実施して、文教,福祉

の充実をほかる。

①　学校教育

明日をになう健全な市民育成のため,教育環境の整備に努める。

義務教育および幼児教育については,人口分布の変動に即応して施設の規模および配置の適正化に

努め、教育者の資質向上および施設内容の改善充実をはかる。

高等学校については,教育内容の多様化・高度化の要請に対応して施設の増設および充実をはかる。

大学および研究・調査機関の新設・拡充を促進して学補研究機能の充実をはかる。

②　社会教育

社会教育施設を充実弓封ヒし、生涯教育の徹底をはかる。

公民館・各種スポーツ施設等による社会教育諸活動をとおして,市民の実生活に即した文化的教養

を高め、体力を増進する。

③　市民文化

本市のすぐれた自然と伝統によってつちかあれた文化をさらに育成強化する。

文化諸施設を整備し、開発と保有の調和をはかりつつ文化財の保護に努め,市民の文化活動をとお

して個性ある市民文化を醸成する。

④　社会福祉

明るく健康なra".民生活の確保を目ぎして,児童福祉、老人福祉の充実をはかり、心身障害者、母子

.家庭および低所得者の更生援護の強化に努める。

このため、国・県・市および民間の緊窄な連携,協力のもとに.保育所、老人ホームおよび更生施

設等,福祉施設の整備をはかり、各種社会保障制度の拡充に努める。

ウ　産業経済

豊かな市民生活と本市の繁栄を目さして産業経済の振興をはかるため,常に市民の福祉と経済社会の

動向を考慮しつつ、本市の特性を生かし次の諸施策を講じる。

①　商　　　業

商業環境の整備,協業化・共同化の推進等近代化の諸施策を進める。すなわち.都心部および周辺

部の適地に,それぞれ魅力ある商店楠の形成をはかり、また、物的流通施設の整備を促進して広域流

通枚能を充冥し、国内版路の拡張を促進するとともに海外貿易を振興する。

②　工　　　業
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本市都市圏の臨海部および内陸部に工業田地の基盤整備をはかり,既存工業の近代化を促進し、あ

わせて関連産業を誘発して既存産業に相乗効果をもたらす非公害型の工業の育成・導入をはかり,本

市産業の新しい活力としての発展を目ざす。

③　観　　　光

観光資源の保存,開発および創造を車力に推進して観光的利用をはかり、あわせて全市民のレクtj

ェ-ションに活用し,観光諸施設の整備と新たな観光価値の再発見に努め,観光拠点都市としての機

能を強化する。

④　農林水産業

農業の生産性向上と農業者の所得増大を目途とし、農業関係基盤の整備をはかり、あわせて生産環

境の保全に努め,都市近郊農業の特色を生かした、近代化された主産地形成を目ざすとともに需要の

動向に即応できる態勢づくりを推進する。

時代の要請に対応して生産性の高い水産業の振興をはかる。

(9　中/j、企業

本市産業の大半を占める中小企業については、激しい環境変化に対応できるよう高度化、近代化を

進め,体質の改善と経営の安定化をはかる。

⑥　労働力

優秀な労働力の集積・定着と,潜在労働力の活用を埠かる諸施策を積極的に推進し、経営能力なら

びに技術および技能の向上に努め,もって、本市の九州における経済の中核的地位を高める.

エ　都市基盤

充実した中枢管理枚能、健康で文化的な市民生活および効率的な都市活動の基礎となる都市基盤の整

備を目ざして次の施策を推進する。

①　市絹地開発

快適かつ、能率的な都市の実現のため、市徳地としての開発および既存市待地の再開発を行なう。

すなわち周辺地域においては、土地区画整理事業を促進して良好な住居環境と効率的な産業施設の

配置をはかり.都山部の過度の集中により扱能の停滞している地域においては、関係者の力を結集し

た再軸発により都市磯能の充実強化をはかる。

(a　交通運輸

九州の中枢都市としての管理機能を効率的に発揮するため、高速自動車道の建設,国道および主要

地方道の改良ならびにノミイパス建設を促進するo

増大する道路交通に対処し、かつ,上記幹線道路に連絡するため放射状および環状の都市計画道路

ならびに主要市道を整備する。

その他,港湾、インタ-チエ・/ジおよび空軽等の重要都市施設間の連絡道緒の整備を車力に推進す

る。

新港湾の建設を促進し.生産の向上と流通枚寵の充実をはかり、もって産業開発の起動力たらしめ

る。

鉄道については、九州新幹線の建設を促進するとともに、市街地部における高架化または立体交差
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化を促進する。

現空港は・将来,国際空港として機能させるため施設の整備を促進する。

③　上　水　道

上水道需要に対応して,常に良質、かつ、豊富な水を確保する。原水は地下水に求めることを基本

とする。

④　下　水　道

都市排水を計画的に処理するため、公共下水道,都市排水路を整備し、市民生活環境の向上および

公共用水域の水質保全をはかる。

⑤　防　　　災

水害のおそれがない安心して住める街にするため、白川および諸河川の抜本的改修を促進するとと

もに・西山地域における小河川については、砂防対策を中心に災害防止対策の充実をはかる。

火災その他の災害に対しては、予防体制を確立するとともに欄方施設や級動力を増車し.激増する

救急業務に対しては救急体制の充実を促進する。

(5)推進体制

ア　市民参加

広報・広聴活動の生力な推進により市民の創意と良識を結集し、もって、この構想の円滑な実現を期

する。

イ　広域行政

住民の生活圏の広域化に対応しつつ、国の広域生活圏機転に基づき.関係市町村との協力および各自

の特性に応じた飯能分担の下に・地域の一体的発展のため広域行政の推進をはかる。

り　行財政運営

市民生活の向上および社会経済の発展にともない量的に増大し質的に多様化する行政需要に対処し.

もって本構想を効率的に達成するため、本市行財政運営の近代化に努める.

(昭和46年7月15日議決)

6　広報・広聴

(1)広　報

ア　広報紙

「くまもと市政だより」

毎月1日発行・B5版・ 12ページ

1回の印刷部数　132,000部

配布方法は文書配布責任者を通じて各値帯に配布。

「点字市政だより」

毎月1日発行　16ページ

1回の印刷部数　300部(郵送)

編集は熊本市視覚障害者福祉協会に委嘱(内容は市政だよりから抜すV')
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イ　テレビ放送

「私たちの時間」

(RKK) 15分番組

毎月1回　第2土曜日の午後5時40分から放送。

「 T.・汁し・:・・・:-t l‥1. 」

(TKU) 15分番組

毎月1回第4土曜日午前7時4 5分から放送O

「テt,ビ・スポグト」

(RKK)　年100回1回20秒間

毎週月曜日の午後6時5 0分と毎月最終週の火曜日から金曜日の毎日午後零時4 0分に放送。

(TKU)　年112回1回25秒間

毎週月曜日の午後7時2 9分と毎月最終週の月曜日から金曜日の毎日午前9時に放送。

「テレビ年賀」

市長の年頭あいさつ1月1日

ウ　ラジオ放送

( NHK)毎週水曜日の午後6時50分から1 0分間放送される「官公庁だより」に原稿を送付。

工　時事ファックス

中央官公庁や他都市の行政事務に関するものt各庁の事務改善状況など新しい官庁- --スを、関係

課に回覧し、特に参考になるものは照会資料を依頼する。

オ　記者会見

市長の定例記者会見　　毎月1回

局部長定例記者会見　　毎月2回

市政記者クラブ加入社( 11社)

朝日・毎日・読売・西日本・熊日・NHKサRKK-TKU一日本経済・時事通信・共同通信

力　行事予定表

週報　(毎週金曜日作成)

月報　(毎月20日作成)
印刷部数各3 0 0部

配布対象　　市議会・報道機関・教育機関・庁内各課

キ　庁内放送

来庁者の呼び出し。

毎朝8時3 0分からその日の行事、各課からの倉知らせを放送。

午前8時3 0分からラジオ体操(第1.第2 )放送。

ク　広報写真の掲示

市役所内( 2カ所)、デノく-ト内( 1カ所)に設置し、 1カ所4-5点の行事ものを月2回掲示する。

ケ　町内広由板の利用(木製のスボンサ-付)

各町内の自治会4 1 7カ所に設置し、市の行事、催しのボスク-ー　ビラ、その他を掲示。
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コ　広報車(放送設備有)

ぎんなん号　　　　トヨタワゴン　　　　　　　1 971年式　　　2,0.0000

広報駿材車　　　　マツダファミ1)アバン　　1970年式　　1.000CC

サ　市施設めぐり

年4回実施、東部汚水処理場など7施設

1回1 0 0名程度、一般市民から募集

シ　新聞委託広報

市政について市民の十分な理解を得るため日刊紙の紙面を利用する0

日刊紙5紙(熊日・朝日・毎日・読売・西日本)

ス　清掃車による広報

清掃車6 5台、録音テープによる市政広報活動

七　市民のしおり発行　120ペ-ジ　150,000部

市民に直接関係のある窓口事務及び市民生活に必要な事項について、市民の便宜を図る小冊子を作成、

各世帯に配布する。

ソ　広報連絡組織

広報広聴委員会を設置し、委員に市長事務部局の各部長及び消防局次長、交通局管理部長、水道局総務

部長、教育委員会事務局次長を選色横の連絡にあたっている。
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(2)広　聴

ァ　市民の声処理状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和4 7年度)

項 目 地 域 中央 秦 南 西 北 計
A
受付累計

B 処 理 累 計 次年度

払 ー B)

B/ A

育分比完 結 回答 計

1 企 画 広 報 6 1 ′ 1 1 9 9 3 6 9 1 0 0

2

紘

m

職員の接遇 .月防 5 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2

税 務 3 4 2 2 4 1 5 1 5 6 9 1 5

市 有 財 産 6 6 6 6 6

計 1 4 7 3 5 4 3 3 3 3 6 2 7 3 3 1 0 0

3

市

氏

自 治 振 興 1 1 2 4 4 4 4

住 居 標 示 2 2 4 4 4 4

交通 安 全 対 策 1 4 l l 1 1 3 3 4 2 4 9 l l 3 7 4 8 巾

年 金 . 保 険 6 1 3 2 3 2 4 2 4 2 2 2 2 4

生 活 保 護 3 2 5 5 5 5

福 祉 9 9 1 7 2 6 2 6 3 2 3 2 6

戸 籍 7 1 8 8 8 8

そ の 他 1 1 2 4 4 . 2 2 4

計 3 9 3 9 4 1 8 1 7 1 1 7 1 2 4 1 8 1 0 5 1 2 3 1 9 9

4

衛

坐

衛

壁

公 (河川汚濁 )等 1 2 1 1 3 8 9 . 8 8 (1)

悪臭.蚤音 .願 .I 5 1 6 7 1.1 5 4 4 4 5 2 4 3 4 5

そ 族 . 昆 虫 1 4 3 1 1 1 0 1 0 3 7 1 0

野犬 . 野 良 猫 4 2 3 2 6 1 7 1 7 1 0 7 1 7

保 健 予 防 1 3 1 2 5 6 5 4 1 4 1 4 3 6 4 0 (1)

ど

み

ご み 4 8 1 1 1 4 1 4 1 0 4 1 4

収 集 も れ 4 1 5 7 6 1 7

不 法 投 棄 1 0 4 2 2 1 8 1 9 1 2 7 1 9

不 燃 処 理 2 4 1 1 . 8 8 4 2 6 (2)

収 集 方 法 3 4 2 2 l l 1 2 4 8 1 2

し

尿

汲 取 り も れ 5 7 1 7 2 0 2 0 1 3 6 1 9 (1)

収 集 方 法 2 1 1 1 5 5 3 2 5

業 者 2 1 2 5 5 1 4 5

料 金 1 6 1 8 8 2 6 8

そ の 他 3 3 3 3 3

計 5 1 7 9 2 4 2 6 3 7 2 1 7 2 2 3 7 4 1 4 4 2 1 8 5 9 5

5

経

済

商 工 8 3 1 1 2 1 2 1 l l 1 2

農 林 1 2 1 1 3 8 8 2 5 7 (1)

tfi -It 2 2 1 5 5 1 4 5

. 用 水 路 次 漢 4 4 8 1 1 7 2 1 8 l l 1、9 (2)

用 水 路 改 修 1 4 2 2 4 1 主事 1 9 . 1 1 5 1 6 (3)

そ の 他

計 1 6 1 5 1 2 4 8 5.5 6 5 1 3 4 6 5 9 6 9 0

6

サ

St

道

路

舗 装 新 設 1 7 5 4 1 4 8 2 2 1 1 5 1 2 0 8 1 0 9 1 1 7 (3)

舗 装 修 理 4 0 4 7 l l 1 0 .1 2 1 2 0 1 2 6 9 5 2 3 1 1 8 (8)

修 理 2 1 8 3 2 7 4 6 4 0 2 1 7 2 3 0 1 9 1 3 7 2 2 8 (2

新 設 拡 幅 2 4 1 2 9 9 8 8 (1)

橋 梁 4 2 1 3 1 0 1 5 6 8 1 4 (1)

交通 安 全 施 設 5 1 3 2 4 2 2 6 3 1 9 2 2 3 1

市 道 認 定 3 7 4 一. l 2 5 2 7 2 7 2 7

境 一界 査 定 2 l l 3 l l 2 7 2 8 7 2 0 2 7 0 )

街 灯 1 2 5 2 3 2 2 2 4 l l l l 2 2 (2)

排 水 路 1 0 l l 8 .1 0 8 4 7 5 2 1 4 3 3 4 7 (5

工 事 に 付 随 3 l l 2 4 2 0 2 5 1 6 7 .2 3 2)

河 川 2 2 1 5 5 3 2 5
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項 . 目 ′地 域
中央 東 育 育 北 計

鼻付累計 B 処 理 革 計 年度

(A - B

ち/A

首分地完鮭 回答 計

ォ

3

側

m

清 掃 竣 渡 3 0 8 5 1 8 1 6 1 7 1 6 6 1 7 8 1 5 2 1 9 1 7 1 7

改 修 l l 1 6 5 4 9 4 5 4 7 2 1 2 5 4 6 1

新 設 8 3 7 5 8 2 4 8 2 9 9 7 8 7 9 4 (5)

蓋 2 7 3 2 5 7 1 0 8 1 9 2 4 5 4 7 9 2

暗 渠. 2 1 3 3 . 1 2 3

工 事 に 付 随 3 3 2 1 2 l l l l 7 4 l l

下

衣

道

清 掃 汝 漠 1 6 6 5 7 3 4 3 9 3 4 5 3 9

▼改 修 l l 1 1 1 3 1 5 5 7 1 2 3

新 設 . 1 2 3 4 liヰ 4

桝. 2 0 8 1 3 1 3 3 3 5 1 4 1 6 3 0 (5)

受益 者 負 担 金 1 1 1 1 2 6 8 1 7 8

水 洗 2 1 3 6 7 7 7

工 事 に 付 随 1 3 1 7 1 4 3 5 4 7 2 8 1 7 4 5 2

散 開

市 発

区 画 垂 理 4 8 1 1 3 1 4 1 3 1 3 (1)

公園 .広場 .縁地 l l 1 3 2 4 7 3 7 4 1 1 0 2 7 3 7 (4)

si

ォ

建 築 指 導 9 3 1 2 1 1 6 1 6 2 1 3 1 5 (1)

市 営 住 宅 5 1 4 1 0 l l 2 9 l l

建 築 相 談

そ の 他 1 1 1 1 4 ▼ 6 1 5 6

計 2 8 9 4 8 9 1 1 0 1 4 5 2 0 8 1,2 4 1 1,3 6 5 6 9 0 6 2 1 1 ,3 1 1 5 4 9 6

7 教 育 1 9 1 6 4 4 9 5 2 5 2 7 4 2 4 9 3 9 6

8 交 通 4 6 3 2 1 5 1 6 1 1 5 1 6 1 0 0

9 水 道 2 2 1 5 4 1 6 7 6 4 6 8 3 3 3 5 6 8 1 0 0

1 0 消 道 2 1 3 4 4 4 1 0 0

l l

外
部
m

開 I
団
体

国 1 5 4 3 4 6 3 2 3 5 3 5 3 5

県 1 9 2 5 6 . 9 7 6 6 7 0 7 0 7 0

組 合 1 1 1 1 1

企 業 そ ノ.の 他 1 3 2 1 7 6 8 5 5 5 6 3 5 3 5 .6

計 4 7 5 1 1 6 1 9 2 1 1 5 4 1 6 2 3 1 5 9 1 6 2 1 0 0

そ の 他 1 0 2 1 1 3 1 5 4 l l 1 5 1 0 0

合 計 5 1 7 7 2 2 1 7 8 2 4 1 3 1 5 1 ,9 7 3 2 ,1 3 6 8 5 2 12 1 5 2 ,0 6 7 6 9 9 7

一日

電 文 . 来 t
計l

読 香 庁 他

累 計
( 14 6 ;

1,0 0 7 1 2 0 7 3 6 1 1 0 1,9 7 3

′百 分比 5 1 7 3 7 5 1 0 0

(注) (　)内は「こだま電話」に入ってV,たもの

言質 棉 普 1要 陳
計

読 情 望 情

累 計 111 22 6 1,5 10 12 6 1,973

百分比 6 ll 76 7 1 0 0
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イ　特　別　相　談

M TU ・'1, 曜 日 . 時 担 当 主 な 相 談

消費生活相談
<lv 消 費 生 活 買いものについての相談 .商品の品質

8 : 3 0 ~ 1 6 : 0 0 コン′サノレク ン′ト 量目.値段 .衛生などについての問題

税 務 相 談
第 1 - 2 - 3 ⑧ 税 理 士 会 臥 税 .所得税 .譲渡所得税 .相続税

1 3 : 0 0 ~ 1 6 : 0 0 無 本 県 支 部 .青色申告 .固定資産税など

人 権 相 談
⑱

人 権 擁護 委 員
名誉の侵害 .借地借家 .金銭の貸借 .

1 3 : 0 0 - 1 6 : 0 0 損害の賠償 .酷使虐待 .登記など

家 事 相 談
・Il

家 庭 裁 判 所
夫婦 .親子 .失綜者 .遺言 .戸籍 l扶

1 0 : 0 0 - 1 6 : 0 0 秦 .離婚 .相続人な ど

登 記 相 談
1*} 司 法 書 士 会 相続 .遺言 .贈与 .抵当権 .賃借 .供

1 0 : 0 0 - 1 6 : 0 0 無 本 支 部 託 .雇用 .保証 .金銭 .土地など

法 律 相 談
㊨

弁 護 士 会
話し合いや調停で解決できないもの .

1 3 : 0 0 - 1 6 : 0 0 法律を必要とするもの .訴訟など

交通事故相談

常 時 開 設 専 門 相 談 員 損害胎倍の請求方法 .示談 .調停 .訴

訟 .被害者の更生など㊥ 9 : 0 0 ~ 1 6 : 0 0
弁 護 士 .会

(注) o相談コーナは、市民相談課内でいずれも無料

o金曜日の法律相談は、当日8人に限り、整理券を発行

特　別　相　談　集　計

消 菅生活 税 務 人 権 家 事 登 記 .'. I,' 交通事故

品 質
件

12 所 得税
1年
4 & i% 2 夫 婦 68 相 続 54 土 地 9 8 培赦責任

件
58

機 能 1
譲 渡
所 得税 ll 借地 .衣 5 1 親 子 18 tf 1 家 屋 42 培償算定 119

販 売 5 相 続税 4 親 子 4 相続 人 3 3 贈 与 12 金 銭 46 過彩陶夏 15

広 告 2 夫 婦 l l 遺 言 12 抵 当権 2 ffi K 43 示談方法 221

n 蝣* 3 陪 ノ償 15 p m 16 借地 .衣 3 敵 娘 22 示抑 肖 6

計 量 1 生活投書 7 離 婚 12 金 鐸 3 家庭問題 26
債 務

不履行
18

包 装 酪髄 待 1 扶 養 6 土 地 93
地 代
家 賃 35 順 請求 203

価 格 3 戸 籍 1 そ の他 44 建 物 12 登 記 6 労 災 ll

衛 生 3 遺言相続 7 その他 16 交通事故 4 訴訟弛定 67

そ の他 2 差別待遇 n 保 証 人 3 援謝昔置 t)

そ の他 28 そ の他 53 そ の他 94

計 32 吉十 19 討 154 討 209 計 196 計 378 計 818
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ウ　市民憩談会開催状況

月 日 唾 会 場 該 当 校 ‥ 区 参 集 人 員

1 1 2 水 黒髪幼愛園 黒髪 7 0

2 7 * 2 0 木 水前寺覚 法寺 出水 、砂聴 、白山 1 3 0

3 7 ・2 2 土 社会教 育会館 砲 台、城東 6 0

4 2 7 木 左福小講堂 慶 徳、五福 3 0

5 2 9 土 帯 山中体育館 帯山、託麻原 、西原 6 0

6 8 . 5 土 西山 申体育館 . 一新、城 西 5 5

7 8 . 9 水 託 麻支 所内公民館 託麻 、 (東 、北、西 ) 6 0

8 8 - 1 2 土 /J、島小 講堂 小 島⊥中島 、松尾 1 4 0

9 8 ・1 8 金 .龍 田公 民館 龍田、桶 8 0

1 0 8 ・1 9 土 託麻 中体育館 田迎 、御幸 、画図 8 0

l l 8 ・2 3 水 秋 津小 体育館 秋 津、桜木 3 0

1 2 8 ・2 5 ア 三和 中体育館 城 山、高橋 、池上 1 2 0

1 3 8 ・2 6 土 川尻公会堂 川尻 、日吉 、力合 P 1 0 0

1 4 1 0 M 4 土 健軍公民館 健軍 、尾 ノ上 6 0

1 5 1 0 * 2 1 土 大江公民館 白川 、大江 3 0

1 6 1 0 * 2 8 土 愛育学園 清水 、城北 8 0
1 7 1 1 ・ 水 花園公民館 花園 6 0

1 8 1 1 * 1 2 日 泉ケ丘公 民館 若 葉、泉ケ丘 6 0

1 9 1 1 * 1 5 水 春竹公民館 本荘 、向山 、春竹 4 0

2 0 1 1 ・1 8 土 自坪小 体育館 古町 、自坪、春 日 6 0

2 1 1 1 ・2 5 土 京陵中体育館 池 田、壷川 、高平台 7 0
1 ,4 7 5

エ　市政モニター制度

市民の市政に対する意識並びに市政の各轟問題点に対する意見等を組織的、系統的に聴くことによって、

世論の動きと行政効果を把担し、市民の意思を反映させるためモニター制度を設け、市の設問事項に対する

回答、モニター懇談会-の出席などを職務とし、その任期は、当該年度の1年と_する。またモニターの定数

は、応募50人無作為抽出(電話帳による)50人、計100人。 (昭和47年5月10日委嘱)

おもな活動

o施設見学会

○アンケート

第1回

2

3

4

5

6

7

0懇談会

第1斑

2

火の国まつりについて

森の都作戦について

森の都作戦推進策について

水道・交通事業について

少年の非行化防止について

窓口事務について

火災予防(消防)について

138-

昭和47年　5月23日

〝　　　　　　12

〝　　1 0

〝　　1 0

〝　　1 2

〝　　1 2　-　2 1

48　　　　　13

〝　　　　3 ・　9

〝　　　3　-30

〝　　　3　-31



7　事務改善

(1)経過と現況

本市の事務改善、能率向上は、昭和3 0年代の初期における校区出張所の統醇合や、会計機等の導入によ

る事務機械化をは.じめとして、今日までの1 0数年間にわたり、税務事臥窓口事臥文書事臥給与事務

など各分野で数多くの改善、能率化の施策が実践まれてきたo

これらの中で、もっとも重要な意義を持ち、本市における事務近代化の基礎づくりとなる具体的成果とし

ては、つぎの三つをあげることができるo

o電子計算センタ--の委託による大量計算業務の機械化

○窓口事務の改善、一本化と、住民記録の統合整備

○文書管理の改善と、浄書印刷業務の集中処理

しかし、従来の事務改善は、どちらかといえは部分的な事務作業面の改善合理化、対症療法的な現状打開

策に終始しがちであり、全庁的視野に立って草野の機能を体系化し、総合的、かつ、計画的に事務の管理改

善の推進をはかる姿勢が不十分であったo

電算機の利用も民間委託という便宜の形態であり、定型的な大量計算事務の機械化にとどまっているなど

多くの問題点が残きれている0

-7i、新らしい市庁舎の建設についても除々に内外の気運が高まりつつあり、今後本市全体の行政運営の

効率化という視点から事務の抜本的な改善による近代化をよ_り一層梼極的に推進する契機を迎えようとして

ma

(2)各種業務改善状況

ア　電子計算機による事務機械化状況
(民間の電子計算センター-委託処理)

電 子 計 算 委 託 業 務 委 託 年 月 電 子 計 算 委 託 業 務 委 託 年 月

市県民税賦課計算事務 昭 4 1. 2 職員健康保険報酬改訂計算事務 昭 4 4.

馳走資産税鼠諌計算 事務 4 1.1 0 交通局職員給 与計算事務 4 4.

毘韻 隻 鵠 醇 鮎 ‰ 4 2. 6
随時消込

4 4.

下水道受益者 負担金計算事務 4 4 .l l

水道料金、同修繕料 計算 事務 4 2ユ2 修繕 4 49 市税収納伝 票整 艶事務 4 5 . 4

蔵 員給与 計算事務 4 3. 1

4 3. 4

4 3 . 6

土地区蜘整 理換地評価計算事務 4 5 . 4

軽 自動車税賦課計算 、同随時
賦課処理、同定期課税 分収納

消込事務

市債償還統計事務

児童手 当支給 計算事務 4 8 .
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業務別委託料比率

イ　窓口事務の改善と住民記録の統合整備状況

主 要 改 善 事 項 実施年 月 主 要 改 善 事 項 実施年月

窓 口環 境の改 善整備 昭 4 1.9 窓口事 務の処理方法 の改善 昭 4 2. 2

0 庁舎改造模様替工事、 冷暖房殻備 -4 2 .2
( 第一次 )

0 一 部供割 り流れ作業方式 の採用 i sg - ft )

4 3.1 2
0 オープ ンカウ1/ クー新設、来庁市 4 3.7 0 連絡搬 送機器の導 入 ( ベル トコ/ (第二次 )

4 1. 9

民スペ- スの拡張 -4 3.1 2
( 第二次 )

4 2. 2

ベ ア、気送管、 インタl ホー ン等 )

0 庁内案内板 の設置、窓 口表示板の 0 即刻処理業務 と事 後処理業務の分

改善整備 離 、記録事務のタイプ化

窓 口事務の一 本化 その他 の改善事項

0 住民異動の届出手続 の簡 素化 0 庁 内窓 口配置の合理化

0 同届書、 受付窓 口の一 本化
4 2.l l

4 3.1 2

( 市民課窓口の東地区、 西地区分 '4 2. 2
( 第一次 )

(住民、 配給、選挙、国保、年金 割 、市民相談課案内窓口、教委就 4 3. 7

の異動手続 ) 学 窓口、水道料金窓 口等 の集中開 -4 3.1 2
( 第三次 )

4 6.1 0

0 証 明請求窓 口、 交付療 口の専門化 殻 、市金 庫の移転等 )

住民記録の統合管理 .
4 3 . 5

0 市民相 談課の新装開設 と相談 内容

0 住民基本台帳 の整備 -4 3.1 2 の充実強化 (南新館 1 階 )

4 7. 2( 住民、 配給、選挙、 国保、年金 0 戸籍 、住民票等の証明書の電話に

よる申込の受付

0 市税等 の公金収納窓口の拡充 ( 敬
納代理金融機 関 4 8 カ所 を追加指

等の資格 に関す る記録 を統合 )

0 戸籍一住民基 本台帳等 の保管用具

4 7. 7

の改善整備 ( ビジブル レ コ- ダ等 ) 定 )

HIE



ウ　文書管理の改善と浄書印刷業務の集中化状況

主 要 改 善 事 項 実施年月 主 要 改 善 事 項 実施年月

文書集配の合 理化 昭 3 8.1

4 2. 7

3 8. 7

文書 の分類整理 昭 4 6. 3

0 メールボー イ制度 0 文書分類表作成 (未施行 )

4 3 . 1

タイプ集中化

本庁舎 内各課 との間の文書集配 0 フアイ .) ングシス テムの一部採用

( 職員 4 人 ) 浄書 印刷の集中管理

0 メールカー制度 0 浄書 室 の設置、運営

本庁舎と各出先観閲と欄 の文甜 己

( タクシー借上、職員 1 人同乗 )

宅式ジ アゾ解 機 :芸 票

静電式複写機

文書作成 の標 準化 オフセ ッ ト印刷機 2 台 作業

0 公 用文 に関す る規程 の制定 同 製版 機 1台 委託

0 公 文書 の種類 と定義、書式、 用字 和文タ イプライター 4 台

用語等 の体 系的な標 準化 ( 各課 のタイプ浄書、 複写、印刷、製 4 4. 4

( 文書規 程との一体 的運 用 ) 、 帳等 を集中処理 )

(3)今後の主要な課題

今後、本市が取り組むべき総合的な事務改善の主要な課露としては、おおむねつぎのような事項が考え

られる。

ア　電子計算機の広範、かつ、高度な利用

各業務の個別機械化から総合的機械化-の移行

電算機の導入利用による適用業務の拡充と高度化

データ/:ソク的な利用による行政施策の計画、管理面-の適用

イ　窓口行政機能の統合、充実

本庁舎総合窓口の整備と、地域窓口サービスの強化

統合徴収システムの確立

ウ　文書管理体制の改善合理化

文書の整理保管と検索利用システムの合理化

行政資料センターの設置

浄書印刷俄能の充実強化

エ　その他の改善

事務事業の集約整理(不要不急農務の廃止縮少)

執務環境とオフィスレイアウトの改善整備

各種事務の処理方法の簡素イL　標準化促進

事務機械の導入管理の適正イヒ　活用面の改善向上

財務会計事務システムの合理化.伝票会計の採用

帳票改善の促進、帳票管理制度の確立

事務の考査(評価)システムの確立、進行管理
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8　職員研修

(1)研修の概況

ア　研修受講人員

(昭和47年度)

区 分

識 場 外 研 修

委 託 お よび派 遣 研修 合 計
管 理 監 督職 一 般 職 計

延 人 員 4 6 9
-

1 ,0 5 4 1,5 2 3 3 1 7 1,8 4 0

イ　職場外研修

区 研 修 名 対 象 袈 人 員 日
数

実施 時期 内 容

般

研

修

新 規 採 用

職 員 研 修
新 規採 用 職員 1 1 2 7 2 1

月

4

公務員 としての基礎 的知識の習得および職
場適応力の養成
講師 .‥...部内講師

事務 員 . 技
事 務 技 禰 員 o 5 8 5 1 .2

地方公務員法 、自治法等につい て

禰 員 研 修 講師 主 に部内講師

吏 員 研 修 吏 員 2 6 9 5 6 . 7

地方公務員法 、自治法等 につい て、主 にセ

ミナー方式で実施
講師.日.‥主 に部内講師

初 級 女 子

職 員 研 修
初 級女 子 職 員 1 3 0 3 9

女子職員の役割 、職務に対 する科学的な考
え方 、人間関係等 について
委託先 日本 マネジメ ン ト協会

中 堅 女 子

職 員 研 修
中堅女 子 職 員 1 2 5 3 1 0

中堅女子職 員と してのあ り方、心構え、仕
事の改善、人 間関係等について
委託先 日本 マネジメ ン ト協会.

中 堅 吏 員
中 堅 吏 員 2 7 3 1 0 b ・7

上級職員の職務 を補助 、代行す る能力 と下
級職員に対 する指導力、並 びに担 当業務を

研 修 処理する能力 の養成

講師 .…‥主 に部外講師

係 長 研 修 係 長 2 4 9 4 6 . 7 監督者 として必要な知識の習得

委託先 ‖人 事院九州事務局
課 長 補 佐
研 修

課 長 補 佐 1 2 1 3 8

課 長 研 修 課 長 2 3 6 3 4 . 5

総合的視野に立った行政能力 と リ- ダー シ

ップの養成
委託先 a 本 ビジネス社

部局長研修 部 長 1 1 2 3 9
上級管理者 としての必要な知識 の智得
委託 先…- a 本マネジメン ト協会

専

門

研

修

建 築 技 術 建 築 技 術
1 2 5 5 5

建 築技術 に開する専門的知識の養成
研 修 担当 中堅 職 員 講師 ‥部内講帥 、一部部外講 帥

土 木 技 補 土 木 技 術
1 3 2 5 5

土木技術に幽する専門的知識の養成
研 修 担当 中堅 職 員 講師 部内講師 、一 部部外講 師

文 書 管 理
係 長 2 1 4 5 2 1 1 > 1 2

合理的な文書管理のあ り方 と公 正な連用

研 修 講師 部内講 師、一部部外講 師

接 遇 研 修
事 務 員

事 務 吏 員 4 8 0 2 l l

公務 員としての正 しい心構 え、応対 の仕方
を習得す る

講師.‥…部内講師

会 計 事 務
庶 務 担 当 者 1 6 7 2 5

経理事務 に関する基礎 的知識の修得

研 修 議師….‖部内講師
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区分 研 修 名 *i
甲
数

人 員
日
数

実施時期 内 容

専

L門

財 務 管 理
研 修

事 務 吏 員 1 3 8 3
月

6

蔑雷蛮習 の重要性 を認識 し、適 正な管聴

講師……部内講師

法 制 執 務
吏 員 1 5 6 2 6 . 7

法制執務 につ いての知識、技術 の習得

研

修

研 .修 講 師……部内講師

接遇指導者

養 成 研 修
係 長 1 2 0 3 2

接遇指導者を養成 し、接遇研修 の徹底 をは

かる
委託先……人事院九州 事務局

早

料
目
研
修

民 法 研 修 吏 員 1 5 6 1 0 1(M 1 '12
民 法を理解 し、民法的思考能力を養 う

講師…...無本商大助教授 .

行政法研修 吏 員 1 5 9 1 0 5 -6 '7

行 政法を理解 し、行政 を公正、的確 に処理

する能力を養 う
講師...…無大助教 授

特

刺

研

修

7 7 ミリI

納 税 課

1 3 2 3 9

部課 をI-つ の単位 と して と らえ、 組駄 目

福 祉 課 標の達成と、各人 の役割 の認識 をはかる

トレーニング 熊 本 保 健 所

用 地 課

委 託先…… (樵 )総合経営

講 演 套 課 長 以 上 2 1 6 1 1 8 - l l

都市再開発 について、行政管理 の近代化

講師..‥‥部外講師

インストラクター 課 長 補 佐
1 2 0 3 1

職員研修における部内講 師の養成
養 成 研 修 係 長 . 主 事 講師….‥部外講師

事 業 所 労 働 課 職 員 1 7 0 1 1 0
地域社会の変動 に対する職 員の自覚

研 修 委託先 日本 ビジネス社

運 転 士

研 修
運 転 士 ( 辛 ) 2 1 6 2 1 l l

地域 社会の変動 に対する職 員の自覚 と運転

技術 の向上
講師 ...…陸運事務所 、その他

ウ　委託及び派遣研修

研 修 名 場 所 人 員 期 間 備 考

自 治 大 学 校 研 修 東 京 2 3 0 日 第 4 1 期、第 4 3 期

建 設 大 学 校 研 修 蝣ft m . 1 2 0 日

中 小 企 業 診 断 士 研 修 東 京 1 1 年間

統 計 職 員 研 修 東 京 1 6 -1 H

そ の他 の委託 . 派遣研修 1 0 3 件 3 1 2
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9　　選　挙

(1)永久選挙人名簿登録者数　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭4 8.9. 1 0登録者数)
票メ開票所 、メ 投 票 所 男 女 計

1

白

川

小

学

校

i

1 碩 台 小 . 学 校 1,7 3 8 2 ,4 8 0 4,2 1 8

2 熊 本 信 愛 女 学 院 1,0 8 6 1,6 9 0 2.7 7 6

3 桜 山 . 中 . 学 校 3,3 4 6 2.7 8 0 6,1 2 6

4 黒 髪 小 学 校 1,8 9 5 2 ,1 6 8 4,0 6 3

5 市 立 高 校 1,4 5 3 1,7 8 7 3,2 4 0

6 龍 田 公 民 館 2,4 2 6 2 ,9 7 7 5,4 0 3

7 城 北 小 学 校 1,4 7 9 1,6 6 7 3,1 4 6

8 八 景 水 谷 公 民 館 2,7 6 3 1,5 2 9 4,2 9 2

9 清 水 小 学 校 3 ,6 8 1 4 ,3 6 0 8,0 4 1

1 0 高 平 台 小 学 校 2,4 6 0 2 ,8 0 2 5,2 6 2

l l 京 陵 中 学 校 1,4 5 2 1.9 7 6 3,4 2 8

1 2 壷 川 小 学 校 2.1 3 1 2 ,8 9 9 5,0 3 0

13 市 役 所 8 3 9 1 ,3 8 2 2,2 2 1

14 市 民 会 . 館 1,2 7 9 2 ,0 3 6 3,3 1 5

1 5 慶 徳 小 学 校 1,0 8 5 1 ,5 7 4 2,6 5 9

1 6 五 福 小 学 校 1,2 7 0 1 ,7 9 7 3 ,0 6 7

1 7 一 新 幼 稚 園 1,2 0 4 1,8 0 3 3 ,0 0 7

18 一 新 小 学 . 校 1,7 1 4 2,3 5 4 4 ,0 6 8

19 横 手 保 育 園 9 2 7 1 ,2 1 8 2,1 4 5

2 2 京 町 台 保 育 園 1,6 1 2 2,0 1 6 3,6 2 8

2 3 池 田 4 、 学 校 2 ,2 9 3 2,5 9 4 4 ,8 8 7

3 9 白 川 小 学 校 1,4 5 9 2,1 4 7 3 ,6 0 6

4 0 鎮 西 高 校 1,3 6 1 1,8 9 5 3,2 5 6

4 1 大 江 小 ′学 校 2,3 8 6 2,8 5 4 5,2 4 0

4 2 九 州 学 院 1 ,7 0 1 2,2 0 9 3,9 1 0

7 4 楠 小 学 校 2 ,0 1 4 2,2 6 2 4,2 7 6

7 5 託 麻 北 ′」、 学 校 8 8 9 1,0 7 0 1,9 5 9

7 6 託 麻 西 小 学 校 1,3 9 8 1 ,4 7 4 2,8 7 2

7 7 二 間 中 学 校 1 ,3 2 7 1,4 6 1 2,7 8 8

8 2 北 部 清 掃 事 業 所 1 ,0 8 0 1,2 5 0 2,3 3 0

′J、 計 5 1 ,7 4 8 6 2.5 1 1 1 1 4,2 5 9

2

春

日

小

学

硬

2 0 花 園 公 民 館 1 ,5 6 9 1,8 7 6 3,4 4 5

2 1 花 園 小 学 校 1 ,9 8 2 2,3 5 2 4,3 3 4

2 4 古 町 小 学 校 2,2 1 2 2,9 3 3 5,1 4 5

2 5 白 坪 小 学 校 1,3 6 5 1,6 4 8 3,0 1 3

2 6 春 日 小 学 校 2,2 6 0 2,6 4 1 4,9 0 1

2 7 玄 武 館 1,0 4 2 1,4 8 6 2,5 2 8

2 8 岳 林 寺 1,2 8 9 1,8 2 9 3,1 1 8

2 9 城 西 小 学 校 2,3 8 9 2,8 8 0 5,2 6 9

3 0 池 上 小 学 校 1.7 1 9 1,9 9 0 3,7 0 9

3 1 ≡ . 和 支 薪 2,0 5 9 2 ,4 7 5 4,5 3 4

3 2 松 尾 東 小 学 校 4 5 6 5 7 0 1,0 2 6

3 3 松 尾 西 ′」、 学 校 5 4 2 6 6 8 1,2 1 0

3 4 松 尾 北 公 民 館 1 1 4 1 2 2 2 3 6

3 5 小 島 小 学 校 1,0 5 3 1,3 0 7 2,3 6 0

3 6 有 明 保 育 園 2 3 8 2 6 1 4 9 9

3 7 中 島 公 民 館 7 1 7 8 3 9 1,5 5 6

3 8 押 新 漁 協 事 務 所 2 8 8 5 2 1,5 8 0

6 1 白 山 小 学 校 2,8 1 2 3 .2 8 4 6,0 9 6

6 2 白 山 保 育 園 9 4 6 1,2 4 7 2.1 9 3

6 3 本 荘 小 学 校 1,7 0 7 2 ,3 8 0 4,0 8 7
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開票区 喜Sim - 投 票区 投 票 所 男 女 計

2

春

日

小

学

校

6 4 春 竹 ′ト 学 校 2 ,6 0 9 3 ,3 0 8 5 ,9 1 7

6 5 事 業 内 高 等 職 業 訓 練 校 1,3 9 0 1 ,6 7 1 3 ,0 6 1

6 6 向 山 小 学 校 2.0 6 5 2 ,4 4 5 4 ,5 1 0

6 7 世 安 公 民 館 1,3 2 6 1 ,5 2 9 2 ,8 5 5

6 8 日 吉 公 民 館 3,2 4 7 3 ,5 9 0 6 ,8 3 7

6 9 力 合 小 学 校 2 ,1 0 4 2 ,4 1 8 4 ,5 2 2

7 0 川 尻 公 会 堂 1,6 8 7 2 ,0 2 8 3 ,7 1 5

7 1 城 南 中 学 校 1,5 3 5 2 ,3 6 6 3 ,9 0 1

7 2 御 幸 小 学 校 1,4 4 4 1 ,6 9 9 3 ,1 4 3

7 3 市 農 協 E目迎 支所 そ菓 集荷 所 2,0 7 6 2 .3 6 1 4 ,4 3 7

7 8 花 陵 幼 稚 園 2.0 6 1 2 ,5 4 4 4 ,6 0 5

小 計 4 8 ,7 4 3 5 9 ,5 9 9 1 0 8 ,3 4 2

3

砂

敬

小

学

校

4 3 菊 水 学 園 1,7 1 1 1 ,8 9 9 3 ,6 1 0

4 4 託 麻 原 4 、 学 校 3 ,0 4 4 3 ,5 6 5 6 ,6 0 9

4 5 東 水 前 寺 会 館 2 ,2 1 9 2 ,7 3 0 4 ,9 4 9

4 6 青 山 中 学 校 2,3 9 2 2 ,6 9 3 5 ,0 8 5

4 7 京 塚 公 民 館 1,2 4 6 1 ,5 1 8 2 .7 6 4

4 8 尾 ノ 上 小 学 校 3 ,4 5 0 3 ,8 9 4 7 ,3 4 4

4 9 西 原 小 学 校 2,9 5 7 3 ,3 0 4 6 ,2 6 1

5 0 出 水 小 学 校 2,9 5 8 3 ,7 1 3 6 ,6 7 1

5 1 覚 濃 寺 1,4 2 3 1 ,8 9 4 3 ,3 1 7

5 2 砂 敢 小 学 校 2,7 0 0 3 ,5 7 4 6 ,2 7 4

5 3 熊 本 ろ う あ 会 館 9 6 0 1 ,1 4 2 2 ,1 0 2

5 4 健 軍 小 学 校 1 ,2 -8 2 1 ,1 3 0 2 ,4 1 2

5 5 湖 東 中 学 校 2,2 7 7 2 ,6 2 6 4 ,9 0 3

5 6 泉 ケ 丘 ′J、 学 校 1 ,3 6 7 1 ,6 4 2 3 ,0 0 9

5 7 泉 ケ 丘 公 民 館 1 ,8 3 4 2 ,3 2 0 4 ,1 5 4

5 8 の ぞ み 保 育 園 2,3 5 2 2 ,8 2 2 5 ,1 7 4

5 9 秋 津 ′ト .学 校 2,6 2 6 3 ,0 5 9 5 ,6 8 5

6 0 画 図 公 民 館 1 ,0 3 1 1 ,2 1 1 2 ,2 4 2

7 9 . 県 立 第 二 高 校 2,2 6 9 2 ,5 4 7 4 ,8 1 6

8 0 江 津 湖 団 地 集 会 所 1 ,3 8 6 1 ,6 0 8 2 ,9 9 4

8 1 帯 山 公 . 民 飽 2,7 5 2 3 .1 7 5 5 ,9 2 7

8 3 板 木 小 学 校 1 ,4 5 1 1 ,6 5 8 3 ,1 0 9

′」、 計 4 5 ,6 8 7 5 3 ,7 2 4 9 9 ,4 1 1

合 計 1 4 6 ,1 7 8 1 7 5 ,8 3 4 3 2 2 ,0 1 2

(2)各種選挙の投票率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　多)

選 挙 別 開 票 区
第 1 第 2 第 3 第 4 m 5 第 6 計

熊 本 市 長 選 挙 (昭 4 5.1 2 .2 0 ) 5 7 .1 8 5 6 .9 0 5 8 .1 8 5 8 .4 7 .5 9ー3 0 5 7 .0 3 5 7 .9 4

熊 本 県 知 事 選 挙 (昭 4 6 . 1.3 1 ) 2 8 .1 2 2 6ー6 5 2 6 .2 5 2 7 .0 4 2 7 .5 8 2 5 .0 3 2 6 .8 9

県 議 会 議 員 選 挙 (昭 4 6 . 4 .l l ) 6 0 .4 3 6 3 .4 2 7 1▼4 5 6 0 .0 1 6 2 .5 8 6 5 .9 1 6 3 .5 8

市 議 会 議 員 選 挙 (昭 4 6 . 4 .2 5 ) 7 0 .2 3 7 2 .3 4 7 9 .8 0 7 0一6 3 7 0 .6 0 7 5 .5 7 7 2 .8 2

参議 院議 員 通 常 選挙 (昭 4 6 ▼ 6.2 7 ) 5 9 .6 4 6 0 .0 2 5 9 ー4 1 5 8 .2 4 6 2 .2 1 5 5 .8 7 5 9 .1 5

衆 議 院 議 員 総 選 挙 (昭 4 7 .1 2 .1 0 ) 6 8 .l l 6 9 .5 4 6 8 .7 2 - - 6 8 .7 8

(荏) ○昭46.4.1 1県議選は旧託麻村分を除く
○衆議選より開票区は3カ所

l
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(3)各種選挙党派別得票状況

党 派 別

選 挙 別
区 分 自 民 社 会 公 明 民 社 共 産 無 所 属 計

熊 本 市 長 選 挙

総 得 票 数 8 7,1 3 3 0 0 9 7 ,3 9 5 8 0 ,6 8 7 1 7 5 ,2 1 5

最 高 〝 8 7 ,1 3 3 0 3 0 7 .3 9 5 8 0 ,6 8 7

最 低 〝 8 7 ,1 3 3 0 0 0 7 .3 9 5 8 0 ,6 8 7

得 票 率 的 ì 9 .7 3 0 0 0 4 .2 2 4 6 .0 5 1 6 0

候 補 者 数 1 0 0 0 1 1 3

無 本 県 知 事 選 挙

総 得 票 数 6 4 ,0 7 5 0 13 0 1 7 ,0 0 3 0 8 1 ,0 7 8

最 高 〝 5 4 ,0 7 5 0 0 0 1 7 .0 0 3 0

最 低 〝 5 4 ,0 7 5 0 0 0 1 7 .0 0 3 0

得 票 率 (狗 7 9 .0 3 0 0 0 2 0▼9 7 0 1 0 0

候 補 者 数 1 0 〇 0 1 0 . 2

県 議 会 議 員 選 挙

( 熊 本 市選挙 区 )

定 数 1 3

総 得 票 数 7 8 ,5 2 7 3 7,3 2 4 2 8 ,5 4 5 0 ト蝣1 ,5 3 5 2 8 .7 2 4 1 8 7 .6 5 5

最 高 〝 1 3 ,9 7 8 9 ,7 8 3 1 4 ,3 9 0 0 1 4 ,5 3 5 9 ,9 3 3

最 低 〝 1 2 ,3 6 7 9 ,5 9 3 1 4 ,1 5 5 0 1 4 ,5 3 5 9 ,5 2 8

侭 常 率 f'ol 4 1 .8 5 1 9 .8 9 1 5 .2 1 0 7 .7 5 1 5 .3 0 1 0 0

候 補 者 数 6 4 o 0 1 4 1 7

市 議 会 議 員 選 挙

定 数 5 2

紘 .得 票 数 6 6 .4 1 6 3 8 ,2 7 5 2 2 .3 4 2 0 7 ,8 0 0 8 3 ,6 3 3 2 1 8 ,4 6 6

最 高 〝 3,6 3 8 4 ,6 6 1 3 ,0 0 4 0 3 ,4 6 0 4 ,0 3 8

最 低 〝 2,5 6 6 2 .4 3 8 2 .5 1 8 0 3 ,4 6 0 2 ,5 0 2

得 票 率 f/oj 3 0 .4 0 1 7 .5 2 1 0 .2 3 0 3 .5 7 3 8 .2 8 1 0 0

候 補 者 数 2 7 1 3 8 O 3 3 8 8 9

参 議院 議 員通 常 選 挙

( 地 方 区 )

定 数 2

総 得 票 薮 1 0 4 ,3 7 6 6 4 ,9 2 7 0 0 7 ,8 3 9 0 1 7 7 .1 9 2

ift iEJ 6 2 .8 0 7 6 4 ,9 2 7 0 〇 7 .8 8 9 0

最 低 〝 4 1 ,5 6 9 6 4 ,9 2 7 0 0 7 ,8 8 9 0

得 票 率 的 5 8 .9 1 3 6 .6 4 0 0 4 .4 5 0 1 0 0

候 補 者 数 2 1 0 0 1 0 4

衆 議 院 議 員 総 選 挙

( 無 本 県 第 1 区 )

定 数 5

絵 得 票 数 1 1 9 ,6 7 3 4 5 ,5 7 4 3 8 ,4 8 9 0 1 3 ,2 3 8 0 2 1 6 .9 7 4

最 高 〝 3 2 ,5 6 9 4 5 ,t> 7 4 3 8 .4 8 9 0 1 3 ,2 3 8 0

最 低 〝 8 ,5 2 1 4 5 ,5 7 4 3 8 ,4 8 9 0 1 3 ,2 3 8 0

得 票 率 的 5 5 .1 6 2 1 .0 0 1 7 .7 4 a 6 .1 0 0 1 〇0

候 補 者 数 5 1 1 0 1 0 8

(注) o県議選・・--旧託麻村分を除く

o県、市議選の最低得票数は当選者分を示す

o国会議員の選挙については、無本市の投票結果を記載

o按分による小数点以下の得票数は省略
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10　名誉市民

故徳富耳峰氏(昭和3 0年表彰)

文久3年1月生まれ。近世日本の先覚者として、また、すぐれた思想家であったo

熊本在住中は大江義塾の創始者として子弟の教育に専念し、その啓蒙的影響が大であった。

95歳で死去

故高橋守雄氏(昭和3 0年表彰)

明治1 6年1月生まれ。第7代市長として、 3大事業などを完遂( 2 3連隊の移転、市電、上水道の開設そ

の他)熊本市の近代化、発展、繁栄にっくし、また、教育者として、郷士教育の振興育成に活躍した。

73歳で死去

故細川護立氏(昭和3 5年表彰)

明治1 6年1 0月生まれ。細川家1 6代当_主　有斐学舎の舎長、また、肥後奨学会の総裁に就任、多額の奨

学金を出資し学徒の育成援護につくした。さらに国の文化財保護委員会委員として、本市の重要文化財、史跡・

名勝などの保存活用に貢献した。

87歳で死去

故福田令寿氏(昭和35年表彰)

明治6年1月生まれ。医師開業のかたわら、五高、医専などで教鞭をとり、子弟の教育に専念のほカ＼社会

文化、社会福祉関係の諸要職を歴任した。特に県の文化功労者にえらはれたほか、かずかずの叙勲、受賞にか

がやき、郷士の社会文化、福祉の向上発展につくした功績は大きい0

1 00歳で苑去

宇野哲人氏(昭和44年表彰)

明治8年1 1月生まれ。東京帝国大学で漢学、中国哲学の教授、名誉教授としてのすぐれた業績臥郷土熊

本の文運の興隆に、多くの影響をあたえた。また、現在わが国における漢学関係の学究者も直接、間接に氏

の薫陶、影響を受けないものはないといっても過言ではないo

現在97歳

堅山南風氏(昭和44年表彰)

明治2 0年9月生まれ。横山大観画伯などに師事、日本画に精進し、その多くの作品のうえに肥後の郷土色

のにじみ出た芸術の香りがよく生かされている○

氏のすぐれた業績臥現在、大観画伯なき後の日本画壇の第一人者といわれ、また、郷土文化の進展に大き

く貢献している。

現在86歳
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担)予算総括表
(単位　千円)

年 度

会 計 別

4 8 年 度 当 初 予 算

伽

4 7 f 度 千 首 比 較

仏J - O B )

伸 翠

& M B ]

te )
当 初 予 算 03 ) 決 算 (見 込 )

並
日

過

会

計

一 般 会 計 2 4 ,4 9 9 ,0 0 0
%

5 1 .3 1 9 ,0 8 1 ,0 0 0

%

5 0 .7 2 3 ,5 7 1 3 2 6

%

5 1 .5 5 .4 1 8 ,0 0 0

%

2 8 .4

特 別 会 計 1 5 ,8 8 2 ,1 6 3 3 3 .2 1 3 .1 8 6 ,5 3 9 3 5 .1 1 6 β 0 3 ,3 7 4 3 5 .6 2 ,6 9 5 ,6 2 4 2 0 .4

交 通 災 害 共 済 事 菓 会 計 3 7 ,5 7 1 0 .1 5 0 ,9 4 3 0 .1 2 2 ,1 6 1 0 △ 1 3 .3 7 2 △ 2 6 .2

国 民 健 康 保 険 会 計 3 ー0 6 8 ,8 0 8 6 .4 3 .0 1 7 ,7 0 7 8 .0 3 .2 3 1 ,5 1 8 7 .1 5 1 ,1 0 1 1 .7

住 宅 改 修 資 金 貸 付 事 業 会 計
2 4 ,4 6 0 0 .1 7β 7 2 0

老 人 居 室 整 備 資

金 貸 付 事 業 会 計 1 6 ,1 4 9 0

食 肉 セ ン タ ー 会 計
1 1 5 .0 6 6 0 .2 8 6 ,9 0 5 0 .2 1 2 4 ,5 0 4 0 .3 2 8 ,1 6 1 3 2 .4

農 業 共 済 事 業 会 計 9 6 ,4 7 3 0 2 . 9 1 ,0 9 5 0 .3 6 7 ,2 7 3 0 ユ 5β 7 8 6 .0

産 業 振 興 資 金 会 計 6 2 9 ,5 0 0 1 .3 5 3 1 ,3 0 0 1 .4 5 二2 1 3 0 0 1 .1 9 8 2 0 0 1 8 .5

競 輪 事 業 会 計
8 ,2 9 7 ,7 7 0 1 7 .4 6 ,6 2 2 ,8 6 5 1 7 .6 9 ,1 0 4 ,1 0 7 1 9 β 1 ,6 7 4 ,9 0 5 2 5 .3

無 本 城 会 計
I 5 2 ,6 3 7 0 .3 7 5 ,6 8 5 0 .2 8 6 ,4 8 5 0 .2 7 6 β 5 2 1 0 1 .7

東 部 第 一 土 地 区

画 整 理 事 業 会 計 3 0 0 ,4 9 9 0 .6 2 4 8 β 4 6 0 .7 2 9 7 ,0 7 0 0 .6 5 1 ,6 5 3 2 0 .8

復 興 土 地 困 亘整 ≡埠 事 業 会 計
8 9 ^ 3 1 0 .2 1 0 9 ,0 8 3 0 .3 8 3 ,3 3 3 0 2 △ 1 9 ,8 5 2 △ 1 8 .2

復 興 土 地 図 画 整 理 青 算 会 計 1 2 3 ,9 1 0 0 .3 9 4 ,7 3 3 0 .3 4 4 ,8 9 1 0 .1 2 9 ,1 7 7 3 0 .8

公 共 下 水 道 事 業 会 計 2 .9 3 0 ,0 8 9 6 . 1 2 ,2 5 7 ,3 7 7 6 .0 2 ,7 1 2 ,8 6 0 6 .0 6 7 2 ,7 1 2 3 0 .0

計 4 0 ,3 8 1 ,1 6 3 8 4 .5 3 2 ,2 6 7 ,5 3 9 8 5 .8 3 9 ,8 7 4 ,7 1 3 8 7 . 1 8 ,1 1 3 .6 2 4 2 5 .1

企

業

A

産 . 院 会 計 1 5 6 ,3 3 2 0 .3 1 5 1 ,7 1 8 0 .4 1 7 7 ,4 1 2 0 .4 4 ,6 1 4 3 .0

市 民 病 院 会 計 8 0 9 ,6 1 0 1 .7 6 2 6 ,1 3 6 1 .7 7 3 0 ,1 6 7 1 .6 1 8 3 .4 7 4 2 9 .3

交 通 事 業 会 計 2 ,4 7 3 ,2 5 5 5 .2 2 ,4 1 5 ,7 3 6 6 .4 2 ,5 1 9 β 7 3 5 .5 5 7 ,5 1 9 2 .4

3 *

計

水 道 事 業 会 計 3 ,9 5 2 ,7 2 2 8 .3 2 ,1 4 8 5 8 5 5 .7 2 ,4 4 4 ,0 3 1 5 .4 1 ,8 0 4 ,1 3 7 8 4 .0

計 7 ,3 9 1β 1 9 1 5 .5 5 ,3 4 2 ,1 7 5 1 4 .2 5 ,8 7 1 ,4 8 7 1 2 .9 2 ,0 4 9 ,7 4 4 3 8 .4

総 計 4 7 ,7 7 3 .0 8 2 1 0 0 3 7 ,6 0 9 ,7 1 4 1 0 0 4 5 ,7 4 6 ,2 0 0 1 0 0 1 0 ,1 6 3 3 6 8 2 7 .0
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(3)一般会計性質別財源充当状況
(単位　千円)

区 分

款 m .

4 8 年 度 当 初 予 算 4 7 年 度 当 初 予 算

金 額

樵

成

也

特 定 財 源 - 般 財 源

金 額

構

成

也

特 定 財 源 一 般 財 源

金 森

構

成

也

& m

構

皮

也

金 額

構

成

也

金 額

構

成

也

l A ft ォf 7 1 0 4 ? 7 7

%

2 9 jO 4 0 7 3 4 8

%

4 8 6声9 7声2 9

%

4 6月 6 2 8 2 ,7 9 9

%

3 2 3 6 5 9β1 8

%

811 5 6 2 2 3 3 1

%

5 1 8

2 物 件 .質 1 ,4 6 7 ,4 6 0 6β 3 5 7 1 1 7 3 5 1 1 1 0 3 4 3 7β 1β3 0 )6 2 6 7.0 2 9 8 3 4 0 3 Lミ 1 0 3 22 8 6 9 J5

3 維 持 論 修 費 3 2 79 4 6 13 5 0 9 8 2 0 5 2 7 6 9 6 4 18 3 2 3 5 1 7 1 7 3 7万9 6 0.5 2 8 5 8 2 1 2β

4 扶 助 費 5 3 2 0 3 0 6 2 1 ,8 4 2 9 7 S 1 3 4 2 .1 1J0 2 2 3 9 3 7 2 3 .4 5 4 g 2 2 1 8ユ 2声1 9 ,4 0 9 3 4 2 6 3 5 4 13 5 9

5 補 助 費 等 5 1 6 4 4 9 2 .1 1 2 0 3 6 6 12 3 9 6 .0 8 3 2」 5 9 8 2 9 7 3J 2 0 4 2 3 8 2 5 3 9 4 0 5 9 3 .6

6 普 i敢 堤 と事 業 6 5 8 2 ,7 9 5 2 6 3 3 6 8 4 ,7 7 5 3 6.1 2声9 8 0 2 0 2 03 4β3 6 ,1 6 2 2 4 3 2,78 4 0 5 1 3 3β 1 8 5 2ユ1 1 1 7.1

補 助 事 業 3 3 0 1 5 0 9 13 5 2 5 4 2β5 5 2 4 9 7 5 8 6 5 4 53 2 ,4 4 6β9 9 1 2 8 1 3 5 2 ,0 6 5 2 3 .7 4 9 4 8 3 4 4 6

単 独 事 業 3 2 8 12 8 6 1 3 .4 1ユ4 1 9 2 0 1 12 2ユ3 9 3 6 6 15 .0 2 1 8 9 2 6 3 1 1 5 8 3 1 3 8 6 1 0ユ 1 3 5 72 7 7 12 5

7 災 害 復 旧 事 業 1 3 4β5 3 06 1 2 9 4 5 1 1 3 5 4 0 2 0 3 2 1 6 4 0 2 2 6 ,8 8 7 0 3 52 7 7 0

8 失 対 事 業 5 2 3 .4 3 1 21 2 9 8 9 9 2 2 9 2 2 4 ,4 3 9 1 6 4 6 1 ,4 0 1 2 .4 2 6 5 2 3 2 3 2 19 6 ,16 9 IB

9 公 債 費 7 4 5ユ0 7 3∫) 1 1 3 .4 1 2 1ユ 6 3 1 6 9 5 4.4 5 8 73 5 2 3ユ 9 6 0 0 0 1 2 4 9 13 5 2 4 5

1 0 積 立 金 2 1 4 0 1 2 1 0 9 3 0 2 1 1 0 2 1 1 0

1 1 琵 ㌔ 及 芸
1 0 9 7 0 0 0 1 0 9 7 0 0ユ 3ユ4 0 0 3ユ4 0 0

1 2 貸 付 金 7S S U 0 0 3 2 7 4 3 1)0 0 7.3 4 5 0 0 0 0 3 1 P 4 0 D 0 0 5 .5 1 0 4 0 D 0 0 1 2B

1 3 線 出 金 9 5 6 5 9 2 3 9 0 9 5 6 5 9 2 b.7 3 1 05 0 9 l上i 3 1 0 5 0 9 2 .9

1 4 予 備 費 2 0 8 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0ユ 2 0 0 0 0 0ユ 2 0 ,0 0 0 0 2

合 計 2 4 ,4 9 9 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 3 ,4 7 7 1 0 0 1 4 2 9 5 5 2 3 1 0 0 19 0 S 1 D O O 1 0 0 8 2 3 1β8 2 1 0 0 10 8 4 9ユ1 8 1 0 0
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(4　-般会計決算の推移

(歳入)
区 分

款 年 度

金 額 ( 千 円 ) 構 成 比 閃

4 4 4 5 4 6 4 7 . 4 8
4 4 4 5 4 6 4 7 4 8( 決 算 ) (. ** サ ; ( 決 貫 ) ( 決 算 ) (当 初 予算 )

1 市 税 4 7 2 30 6 0 5 6 0 25 1 3

8 8 4 3 5

6,7 7 9 ,7 0 2 8 ユ5 4 4 0 0 8 1 6 8 ユ5 9 . 3 5.7 3 6 5 3 3 .7 3 2 3 3 3.3

2 地 方 譲 与 税
- 2 2 か 4 7 1 0 7 β3 5 9 0 3 0 0 - -

0 ユ 0 .4 0 .4

3 自 動 車 聴 得 税 交 付 金 8 0 2 8 4 1 0 7β 0 6 1 2 4 ,4 0 4 9 0 0 0 0 06 06 0 .5 0.5 0 .4

4 胃 電 撃 躍 許 霊
1 2 8 7 1β3 8 1 5 5 2 1 万6 1 1 β0 0 0 0 0 0 0

5 地 方 交 付 税 19 6 8 S 9 6 2,4 5 6 ユ3 3 32 4 5 8 4 0 3 9 2 1 4 8 7 42 0 0 0 0 0 1 43 1 6 か 1 6 .1 1 5 .6 1 7 .2

6 豪 気 撃 f P 霊
2 4 ,4 4 0 1 93 0 9 3 3 2 3 3 7 8 6 4 8 6 0 0 0 0 0I2 0 ユ 0.2 0 .3 0 .3

7 分 担 金 及 び 負 担 金 8 5 .4 9 1 1 0 7万9 4 1 4 5 3 5 9 18 4 J0 2 2 1 7 6 ,4 4 5 0 6 0 .7 0.7 0 .7 0 .7

8 使 用 料 及 び 手 数 料 3 1 6 ,9 7 6 3 7 38 2 7 4 1 8 β6 3 4 7 0 3 8 2 4 7 1 D 3 1 2 .4 2 .4 2 .1 1 -9 1 .9

9 国 庫 支 出 金 2 ,7 9 6 2 8 4 3.4 1 2 ,4 7 9 4 8 3 5 3 8 3 5 5 2 8 4 5 3 6 0 0 9 2 9 4 2 1.1 2 22 2 0 .0 2 1月 2 4 .5

1 0 県 支 出 金 2 1 0 ユ2 6 2 4 1,4 5 6 2 8 2 ,2 5 1 4 2 7 0 16 6 2 2 β 13 1 β 16 1 .4 1.7 2 .5

1 1 財 産 収 入 8 9 β8 0 1 5 0 2 2 8 8 2 9 5 0 0 3 2 5 4 6 1 1 9 4 7 9 0 .7 l fl 4 .1 1.3 0 .1

1 2 寄 付 金 4 1 1 0 ヰ? 1 5 8 β2 5 3 3 4 4 1 4 4 0 0 0 0 0

1 3 繰 入 金 . 3 2 ,4 7 7 6 4D 6 1 4 0 5 4 9 5 4 5 5 4 3 8 D l O 0.2 0 4 0 .2 0 .2 0 .2

1 4 繰 越 金 6 0 0 2 1 6 6 2 3.4 8 3 5 5 8 ,1 8 2 1,1 6 2 ,4 7 7 1 0 β0 0 4.5 4 .1 2 ー8 4 .6 0

1 5 諸 収 入 1 5 32 2 7 5 15 1 2 5 5 4 2 3 6 2 β1 0 3ユ0 7J50 4 2 ,6 0 0 3 2 5 l l.6 9 3 l l .7 1 2 .3 1 0 .6

1 6 市 債 7 6 0 2 0 0 6 8 75 0 0 1 2 8 0 X10 0 15 9 4 0 0 0 1 2 4 1 声0 0 5 .7 4 5 6 .4 6 .3 7.9

合 計 .1 3 2 2 5 9 0 4 15 3 4 6β2 5 12CU 5 H H V .ヱ 2 52 4 5 ,7 4 8 2 4 ,4 9 9 ,0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

(歳出)
!': r

款 年 度

金 額 ( 千 円 ) 栖 成 比 閃

4 4 4 5 4 6 4 7 4 8
4 4 4 5 4 6 4 7 4 8( 決 算 ) ( 決 算 ) ( 決 算 ) ( 決 算 ) ( 当 初 予 算 )

1 議 会 費 1 2 9伊 0 1 2 79 0 6 1 7 3 3 9 5 2 3 0 β9 4 2 4 89 2 3 IjO 0 .9 0 .9 1 .0 1 .0

2 潅 務 費 1 7 1 6,7 2 3 2 ,1 8 13 2 4 2 3 2 9 1)7 (5 2jb 9 3S 1 5 2 2 4 5 β8 8 1 36 1 4 .8 1 2 .3 l l .4 9.2

3 民 生 費 2 ,4 5 89 5 7 3 1 5 35 1 6 3 ,7 7 6 3 9 6 5 1 3 1 β6 2 5 7 7 55 0 1 1 9 5 2 1 .3 1 9 .9 2 1 .8 2 3 .6

4 衛 生 ′費 1 ,3 3 2β 4 9 13 8 7.1 1 1 1,7 6 0 2 0 4 2ユ2 7,4 9 3 2 ユ8 7,7 6 1 1 06 9 .4 9 .3 9 .0 8.9

5 労 働 費 6 1 3 0 7 b 6 4 2 9 2 2 7 1 6 5 5 9 6 7 73 7 5 7 4 5,4 1 0 4 9 4 .3 3 .8 2 .9 3 .0

6 農 林 水 産 業 費 2 8 9 2 6 4 3 3 2 ,7 0 5 4 2 0 135 8 5 3 93 6 6 6 2 53 8 1 2 3 2 .2 2 .2 2 .3 2.6

7 商 工 費 3 1 08 4 7 3 0 6 ,7 2 8 2 7 4 9 4 6 3 5 9 D 0 7 5 7 1万3 1 2 5 2 .1 1.4 1 .5 2 .3

8 ア e 2 ,7 * 2,7 2 0 3 2 4 4 ,7 0 4 43 5 6 2 1 4 43 9 11 1 3 56 9 4β8 3 2 1.7 2 1 .9 2 2 .9 2 1 2 2 3 .2

9 消 防 費 4 6 3 9 9 1 5 7 75 0 5 6 8 8 5 0 5 8 2 2 ,0 3 0 8 7 7,18 8 3.7 3 .9 3 .6 3 .5 3 .6

1 0 教 育 費 1 5 8 3.6 46 1 8 2 0 ユ8 2 2,4 9 9 2 7 7 3,7 3 82 6 8 34 9 58 5 6 1 2 6 1 2 .3 1 3 .2 1 5.8 1 4 .3

1 1 災 害 復 旧 費 7 8 0 7 0 3 6 3 2 1 9 6 8 6 6 1 0 2 a 9 7 1 3 4 声5 3 . 0 6 0 .2 0.5 0 .4 0 .6

1 2 公 債 費 3 7 8 /4 0 2 4 5 73 0 0 5 5 0 β2 1 3 7 5 ユ8 g 7 4 53 0 7 3 D 3 ユ 2 .9 2 .9 3 .0

1 3 諸 文 出 金 5 0 47 8 4 5 2 0 2 2 0 1 3 4 6 2 0 7 1,4 8 2 9 1 8 11 3 0万 1 8 4∫) 3 .5 7 .1 6 .3 4 .6

1 4 予 備 費 0 0 0 0 2 00 0 0 0 I1

合 計 12 β 02 ,4 2 1 1 4 ,7 8 8 5 4 4 1 8 9 8 9 ユ2 4 2 3,5 7 13 2 6 44 9 9 D D 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
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(5　一般会計繰入金・繰出金の推移

7　ォE A　&
(単位　千円)

年 度

繰 入 先
4 4 4 5 4 6 4 7 4 8

競 輪 事 業 .会 計 7 2 6 .3 0 0 8 0 2 ,0 0 0 9 5 0 ,0 0 0 1月 5 0 ,0 0 0 1 ,0 0 0 ,0 0 0

産 業 振 興 資 金 会 計 4 ,6 0 1 - - -

復 興 土 地 区 画 整 理 清 算 会 計 8 ,3 2 6 8 3 6 4 4 ,7 3 3 3 4 ,5 1 0

調 達 基 金 2 7 .8 7 6 2 9 ,6 4 4 3 9 ,7 1 4 9 ,8 2 1 3 ,5 0 0

計 7 5 8 ▼7 7 7 8 3 9 ,9 7 0 9 9 0 ,5 4 9 1 ,3 0 4 ,5 5 4 1 ,0 3 8 ー0 1 0

イ　繰　出　金

繰 出 先 年 度
4 4 4 5 4 6 4 7 4 8

国 民 健 康 保 険 会 計 3 0 ,0 0 0 4 8.4 5 3 3 0,0 0 0 3 0,0 0 0 3 0,0 0 0

住宅改修資金貸付事菓会計 - - - - 4 4 5 .

老 人居室整備資金貸 付

事 業 会 計 - - - - 2 7 5

交 通 災害 共由事業会計 6.0 4 0 4 ,8 0 3 5,7 3 0 5,6 3 2 6.5 7 1

食 肉 セ ン タ I 会 計 1 3,8 3 1 l l ,5 3 9 8,8 0 1 2 5 ,2 3 0 l l,3 7 4

産 業 振 興 資 金 会 計 - 2 2 0 8.7 7 6 2 5 7 l l ,5 0 1

無 本 城 会 計 l l,7 5 0 1 0 ,7 5 0 3,0 0 0 1 2 ,7 4 4 5 0,8 3 0

東 部 第 一 土 地 区画

整 理 事 業 会 計
2 2.8 8 2 1 6▼0 0 0 2 7,2 5 4 2 9,5 9 2 3 2 .2 3 5

復興土地区画整理事業会計 4 0,2 4 3 2 1,0 0 0 2 8,9 3 8 - -

復興土地区画整理清算会計 8ー7 1 9 - 1 3 2 ,5 7 0 - 7 3 ,3 5 7

公 共 下水 道 事 業 会 計 2 2 6.7 8 9 2 8 4 ,9 8 3 4 4 5,5 5 2 4 8 3,2 5 1 7 1 6.5 3 7

産 院 会 計 l l ,4 4 4 4,2 5 4 3 0,1 2 8 4,8 4 7 7,3 6 5

市 民 病 院 会 計 2 0 ,7 4 7 2 3,4 5 7 4 0,7 4 7 2 4,5 8 8 1 6 ,1 0 2

計 3 9 2 ,4 4 5 4 2 5,4 5 9 7 6 1,4 9 6 6 1 6.1 4 1 9 5 6 ,5 9 2

(注)昭和4 6年度までは決算額、 4 7年度は決算見込嶺、 4 8年度は当初予算額を示す
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12　市　　税

(1)市税の税率及び納期 (昭4 8.4.1現在)

税 目 税 率 納 期 限

市

氏

秩

個

人

均 等 割 5 0 0 円 個 人

1 普通徴収

第 1 期 6 月 3 0 日所 得 割 標 準 税 率

汰

人

均 等 割 .
* k m

1 千万円以下 3,2 0 0 円

1 千万 円超 5 ,6 0 0 円

法人 税 制 1 0.7

1 0 0

個 人 の

市 民税 と

併課

均 等 割 1 0 0

所 得 割

1 5 0 万 円以下 2 / 1 0 0

1 5 0 万 円超 4 / 1 0 0

固 定 資 産 税 1 .4
普通徴収

1 0 0 麗 1.期 4 月 3 o a

、第 2 期 .7 月 3 1 日

第 3 期 9 月 3 0 日
都 市 計 画 税

0.2

1 0 0 第 4 期 1 2 月 3 1 日

軽 自 動 車 観

原 動 機 付 自 転 車

5 0 c c 以下 5 0 0 円

9′0 c c 以下 8 0 0 円

1 2 5 c c 以下 1.0 0 0 円

軽 自動車 . 小型特殊 自動車

(D 軽自動車

二 輪 1,5 0 0 円.

三 輪 2,0 0 0 円

四輪貨物 2 ,5 0 0 円

〝 乗用 4.5 0 0 円

⑨ 小型特 殊自動車

農排作業用 1,0 0 0 円

そ の 他 3,0 0 0 円

言 輪芸小笠 2,5 0 0 円

普通徴収 5 月 3 1 日

市 た ば こ 消 費 税
1 8 .1

1 0 0

申告納付 売 り渡 し月の翌月の末 日

電 気 ガ ス 税
7 特 別徴収 徴収月の翌月の 2 5 日

1 0 0 普 通徴収 使用月 の翌月の 2 5 日

木 材 引 聴 税 従 量

特 別徴収 徴収月 の翌月の 7 日

申告 納付 前 々月分を毎月 7 日

商 品 券 発 行 税
2

1 0 0
普通徴収 売 り渡 し月の翌月の末 日

(荏)電気ガス税の税率は昭48.1 0.1から1 00分7)6
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^Mm旧　　呂EEi問

税 目 年 度 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7

市

氏

税

個

人

並
日

均等割のみ 2 0,4 1 6 2 0,9 7 2 2 0,3 5 1 2 2.5 0 9 2 2,2 0 2

過 所得割のみ 1,8 9 7 2,7 7 6 3,4 1 0 4,4 2 1 4,1 2 2

敬 完全納税者 1 6.4 3 6 1 7,0 3 8 18.1 10 2 0,4 6 1 2 0,8 0 6

収 計 3 8,7 4 9 4 0,7 8 6 4 1,8 7 1 4 7,3 9 1 4 7,1 3 0

特 均等割のみ 13,12 9 1 6.2 3 7 1 6.6 9 5 1 4,5 43 1 3,6 5 4

別 所得割のみ 7,4 8 7 7.5 4 6 8.2 4 1 9,4 5 2 9,93 3

徴 完全納税者 6 9,1 9 3 7 0,8 5 4 7 4,5 0 6 8 0,0 4 7 8 3,8 5 3

収 計 8 9,8 0 9 9 4,6 3 7 9 9,4 4 2 1 0 4,0 4 2 1 0 7,4 40

小 計 1 2 8.5 5 8 1 3 5,4 2 3 1 4 1,3 1 3 15 1,4 3 3 15 4,5 7 0

法人 調 定件 数 8,7 0 0 8,3 2 8 9,3 3 5 1 0,5 9 6 l l,12 6

B ]資 土 地及家 屋 7 12 12 75,5 1 3 7 8.6 9 1 8 4,9 0 8 8 6.19 6

産

定 税

償 却 資 産 ( 1,6 8 9 ) ( 1,9 0 7 ) (2.1 0 7 ) ( 2,2 6 7 ) (2,4 1 4 )

/j、 計 7 1,2 12 7 5,5 13 7 8,6 9 1 8 4,9 0 8 8 6.1 9 6

軽 自 動 車 税 4 5,6 3 0 5 6.9 9 2 6 2,4 4 9 6 4,5 2 0 7 0,5 7 5

合 計 2 5 4,1 0 0 2 7 6.7 5 6 29 1,7 8 8 3 1 1,4 5 7 3 2 2,4 6 7

対 前 年.
増 加 数 △ 6 5 5 2 2,6 5 6 1 5,0 3 2 2 0,2 2 8 l l,0 10

伸 長率 的 9 9.7 1 0 9 1 0 5 1 0 7 1 0 4

(注)償却資産に係る( )は土地及び家屋に含む

(3)市税収入状況

( 単 位 千 円 )

年 度

税 目
4 6 4 7

調 定 額 収 入 額 JR A 4 W 調 定 額 収 入 額 収 入 率 的

市 個 人 分

普 通 徴 収 8 3 7,8 0 4 7 0 2 ,1 1 6 8 3 .8 9 6 9 ,9 8 4 8 7 9 ,7 3 6 9 0 .7

特 別 徴 収 1,2 6 9 ,9 9 6 1,2 6 3 ,7 6 0 9 9.5 1 ,6 3 7,3 5 8 1,6 3 5 ,7 2 1 9 9 .9

氏

税

計 2,1 0 7β0 0 1,9 6 5 ,8 7 6 9 3.3 2 ,6 0 7 ,3 4 2 2 ,5 1 5 ,4 5 7 9 6 .5

法 人 分 9 3 7,4 6 7 9 1 9 ,7 4 7 9 8.1 1 ,0 6 4β3 6 1,0 5 4 ,4 2 1 9 9 .0

小 計 3,0 4 5 ,2 6 7 2 ,8 8 5 ,6 2 3 9 4 .8 3 -6 7 2 ,1 7 8 3万6 9,8 7 8 9 7 .2
固
定

餐
産
税

固定録 画 床 屋 償却資産
2,0 6 8 ,2 8 6 2 ,0 4 0 ,0 0 8 9 8.6 2 ,5 2 1β0 4 2,4 9 4 ,2 0 8 9 8 .9

交 付 金 . 納 付 金 1 3 5,1 5 9 1 3 5 ,1 5 9 l o o 1 5 2 ,7 2 9 1 5 2 ,7 2 9 1 0 0

小 . 計 2,2 0 3 ,4 4 5 2 ,1 7 5 ,1 6 7 9 8.7 2 ,6 7 4,0 3 3 2 ,6 4 6 ,9 3 7 9 9 .0

軽
原 動 枚 付 自 転 車 2 4,2 1 9 2 2,6 7 2 9 4 .4 2 4 ,2 3 6 2 2 ,7 8 5 9 4 .0

患

義

軽 自 動 車 1 1 9β0 0 1 1 4 ,2 3 5 9 5.8 1 2 7,0 9 0 1 2 2 ,4 4 0 9 6 .3

二 輪 小 型 車 1,0 0 2 9 0 8 9 0.6 2,0 3 4 1 ,9 5 2 9 6 .0

小 計 1 4 4,4 2 1 1 3 7 ,8 1 5 9 5.4 1 5 3β6 0 1 4 7 ,1 7 7 9 6 .0

た ば こ 消 費 . 税 6 8 9,4 8 1 6 8 9 ,4 8 1 1 0 0 7 8 1β0 1 7 8 1β0 1 1 0 0

電 ガ

ス

篭 .気 3 5 4,5 3 8 3 5 4 ,5 3 8 1 0 0 4 0 4 ,3 1 3 4 0 4 ,3 1 3 1 0 0

ガ ス 4 4β9 3 4 4β9 3 1 0 0 5 3 5 6 1 5 3万6 1 1 0 0

小 計 3 9 9,4 3 1 3 9 9 ,4 3 1 1 0 0 4 5 7,8 7 4 4 5 7 ,8 7 4 1 0 0

木 材 引 聴 税 3 8 3 3 8 6.8 1 5 1 5 1 0 0

商 品 券 発 行 税 l l,5 3 9 l l ,5 3 9 1 0 0 1 4,6 2 9 1 4 ,6 2 9 1 0 0

都 市 計 画 税 4 3 4,8 3 4 4 2 8β8 9 9 8.6 4 7 8β4 5 4 7 3 ,7 0 9 9 8 .9

旧 法 税 収 入 1 2 0 0 0 0 0

合 計 6,9 2 8 ,4 6 8 6 ,7 2 7 ,9 7 8 9 7.1 8 ,2 3 2 ,7 3 5 8,0 9 2 ,0 2 0 9 8 .3

滞 納 繰 越 分 1 7 9,1 5 1 5 1 ,7 2 4 2 8.9 3 1 9 2 5 4 6 2 ,3 8 0 1 9 .5

総 計 7,1 0 7β1 9 6,7 7 9 ,7 0 2 9 5 .4 8 ,5 5 1,9 8 9 8 ,1 5 4 ,4 0 0 9 5 .4
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14)納税貯蓄組合に関する調べ
(単位　千円)

区 分

組 令 数
組 合

税 目

組 合 納 付 額 収 入 率 * ? 5 IS 割 合
* ォ s

皮 .
員 数 調 定 額

(A )
件 数 金 額 03,

( 雲 ) 交 付 金

C O )

*
交 付 基 準

4 3 1 .0 7 0 5 3.7 2 5

市 民 税

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

計

4 0 8,4 1 8

1 .4 1 0,6 2 6

9 7,4 0 5

1 ,9 1 6,4 4 9

4 72 9 9

1 5 8 7 2 4

1 5 6 8 6

2 2 1 ,7 0 9

18 6 9 1 7

5 4 5 4 5 9

2 9 2 3 6

7 6 1 5 1 2

4 5 .7

3 8 .7

3 0 .0

3 9 .7

2 4 ,0 6 3 1 3 納 期 内 に完

納 し た 市 税

の 1 0 0 分 の3

(高 専 3 ,0 0 0

円 ) と

頚 収 書 1 枚

につ き 10 円

均 等 割 箭 収

書 1 枚 に つ

き 3 0 円 、

5 0 円

4 4 1 ,0 4 4 5 4,8 6 0

市 民 税

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

計

4 8 2 ,4 6 2

1 ,6 4 7.万 7 3

1 1 3 .6 2 3

2,2 4 3 .6 5 8

4 5 ,7 1 4

1 6 2 0 2 2

1 8/42 2

2 2 61 5 8

2 0 0 7 1 3

6 2 0 ,7 3 3

3 1 B 4 1

8 5 3 ∫)8 7

4 1 一6

3 7 .7

2 7.8

3 8 .0

2 6 3 0 5 1 2

4 5 1 ,0 7 5 5 7,7 0 0

市 民 税

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

計

5▼8 8 ,9 4 0

2,0 3 2 ,3 8 7

1 2 8,9 7 1

2 ,7 5 0 β9 8

4 36 0 2

1 6 40 3 4

1 8 4 2 2

2 2 5,7 1 4

2 3 5 0 4 7

7 5 0 J O O

3 2 5 0 8

1 0 1 8 2 5 5

4 .0 .0

3 6 .9

2 5 .2

3 7.0

3 0 ,3 6 5 1 ユ

4 6 1,0 4 7 5 9 ,1 5 1

Ttf S .

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

計

8 3 7,8 0 4

2 ,5 0 3.1 2 0

1 4 4,4 2 1

3 ,4 8 5,3 4 5

4 71 8 9

1 7 2 8 7 4

2 0 D 9 4

2 3 93 5 7

2 9 1 ユ3 9

8 9 9 0 8 9

2 8 ,7 2 2

1 2 1 8 9 5 0

3 4.8

3 5 .9

1 9.9

3 5 .0

3 5.7 3 6 1 .0

4 7 1,0 4 2 5 8 β 7 5

市 民 税

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

計

9 7 0 ,5 0 4

2 ,5 2 1 ,5 2 7

1 5 3 ,3 8 8

3,6 4 5 ,4 1 9

4 4 2 2 5

1 7 09 0 7

2 3∫)7 9

2 3 82 1 1

3 1 6 β9 3

9 8 5 ,7 3 2

4 4 D 7 2

1 β4 6 ,4 9 7

3 2 .6

3 9 .1

2 8 .7

3 6 .9

3 9,3 9 4 1 .1

(注)論定森は納税組合の対象となるものについて計上し、固定資産税には都市計画税を含む
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